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は
じ
め
に

天
智
二
年
（
六
六
三
）、
倭
国
は
白
村
江
の
戦
い
に
敗
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

戦
勝
国
で
あ
る
唐
・
新
羅
の
侵
攻
に
備
え
る
こ
と
が
緊
急
の
課
題
と
な
っ
た
。

そ
こ
で
、
百
済
の
知
識
・
技
術
に
よ
る
古
代
山
城
を
造
営
し
、
国
家
規
模
で

の
防
衛
体
制
の
構
築
を
進
め
る
方
策
を
採
用
し
た
。
古
代
山
城
の
分
布
を
み
る

と
、
朝
鮮
半
島
に
近
い
九
州
北
部
を
中
心
と
す
る
地
域
を
起
点
と
し
、
瀬
戸
内

海
沿
岸
か
ら
近
畿
地
方
に
か
け
て
確
認
で
き
る
。
こ
の
古
代
山
城
の
機
能
と
し

て
、
緊
急
時
の
逃
げ
込
み
用
の
城
（
李
一
九
七
七
）
で
あ
る
と
す
る
見
解
が
有

力
で
あ
る
。

し
か
し
、
八
世
紀
前
期
ま
で
に
ほ
と
ん
ど
の
山
城
が
廃
止
さ
れ
、
古
代
山
城

に
よ
る
国
家
規
模
で
の
防
衛
体
制
は
縮
小
・
解
体
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。
長
期
間
に
わ
た
り
維
持
さ
れ
た
古
代
山
城
と
し
て
、
大
野
城
・
基
肄
城
・

鞠
智
城
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
大
野
城
・
基
肄
城
に
つ
い
て
は
、
水
城
と
と
も

に
大
宰
府
の
防
衛
が
役
割
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、鞠
智
城
を
め
ぐ
っ

て
は
、
目
的
・
機
能
が
大
野
城
・
基
肄
城
の
よ
う
に
明
確
で
は
な
く
、
文
献
史

料
の
記
載
が
極
め
て
少
な
い
こ
と
も
あ
り
、
不
明
な
点
が
多
い
こ
と
が
問
題
と

さ
れ
て
き
て
い
る
。

鞠
智
城
の
軍
事
的
機
能
に
つ
い
て
は
、
坂
本
経
堯
氏
が
提
示
し
た
見
解
が
重

要
と
な
っ
て
く
る
（
坂
本
一
九
三
七
）。
す
な
わ
ち
、【
見
解
１
】
有
明
海
の
防

衛
（
有
明
海
方
面
よ
り
侵
入
し
た
外
敵
に
備
え
、
同
方
面
の
異
変
を
防
烽
の
制

に
よ
っ
て
大
宰
府
に
中
継
す
る
）、【
見
解
２
】
大
宰
府
の
支
援
（
豊
穣
な
る
肥

後
の
物
資
・
兵
器
を
蓄
へ
大
宰
府
の
非
常
に
備
へ
る
）、【
見
解
３
】
隼
人
支

配
の
拠
点
（
九
州
南
部
に
幡
居
し
て
叛
服
常
な
き
熊
襲
族
に
対
し
て
重
鎮
と
し

た
）、
の
三
点
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
鞠
智
城
の
置
か
れ
た
環
境
を
考
え
る
と
、

注
目
す
る
べ
き
見
解
で
あ
る
も
の
の
、
文
献
史
料
か
ら
明
確
に
導
き
出
す
こ
と

が
で
き
な
い
な
ど
、
明
確
に
論
証
で
き
な
い
こ
と
が
問
題
と
な
る
。

鞠
智
城
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
発
掘
成
果
の
進
展
を
は
じ
め
、
多
角
的
な
分

析
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
点
は
多
い
。
笹
山
晴
生
氏
は
、
鞠
智
城
の
機
能
を

西
海
道
全
体
の
環
境
を
ふ
ま
え
、
長
期
的
に
多
様
な
問
題
に
対
応
し
て
い
た
こ

と
を
指
摘
す
る
（
笹
山
二
〇
一
〇
）。
佐
藤
信
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
時
代

に
よ
っ
て
機
能
の
重
点
を
移
し
な
が
ら
、
軍
事
的
・
財
政
的
・
行
政
的
に
わ
た

る
多
様
な
機
能
を
果
た
し
た
（
佐
藤
二
〇
一
四
）
と
す
る
視
点
は
重
視
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
軍
事
的
機
能
に
つ
い
て
は
、
能
登
原
孝
道
氏
が
指
摘

す
る
よ
う
に
、
八
世
紀
後
期
以
降
の
鞠
智
城
は
、
稲
穀
な
ど
の
貯
蔵
・
保
管
が

主
な
機
能
（
能
登
原
二
〇
一
四
）
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、次
第
に
脱
落
し
て
い
っ

た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
鞠
智
城
は
本
質
的
に
は
軍
事
施
設
で
あ
る
こ
と
に
着

目
し
、
そ
の
性
格
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か
を
考
え
て
い
く
。
西

海
道
の
軍
事
環
境
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
鞠
智
城
が
置
か
れ
て
い
た
環
境

を
整
理
し
、
八
・
九
世
紀
の
運
用
方
法
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

五
十
嵐　

基
善　

　
　

西
海
道
の
軍
事
環
境
か
ら
み
た
鞠
智
城
の
機
能
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一
．
西
海
道
の
軍
事
環
境
に
つ
い
て

鞠
智
城
の
性
格
を
考
え
る
際
に
、
長
期
間
に
わ
た
り
維
持
さ
れ
た
こ
と
を
ふ

ま
え
る
と
、
西
海
道
の
軍
事
環
境
を
整
理
す
る
こ
と
は
必
要
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
西
海
道
が
直
面
し
た
の
は
対
外
防
衛
問
題
と
対
隼
人
問
題
で
あ
る
。
本
章

で
は
、
両
者
の
軍
事
環
境
を
整
理
す
る
こ
と
に
よ
り
、
鞠
智
城
が
置
か
れ
て
い

た
環
境
の
前
提
作
業
を
行
な
っ
た
上
で
、
本
稿
で
の
分
析
視
角
を
提
示
す
る
。

（
一
）
西
海
道
の
軍
事
環
境
―
対
外
防
衛
問
題
―

西
海
道
の
軍
事
問
題
と
し
て
、
天
智
二
年
（
六
六
三
）
の
白
村
江
敗
戦
に
よ

り
現
出
し
た
対
外
防
衛
問
題
が
重
要
で
あ
る
。
戦
勝
国
の
唐
・
新
羅
の
侵
攻
が

危
惧
さ
れ
た
が
、
唐
と
新
羅
が
対
立
し
た
こ
と
な
ど
か
ら
発
生
す
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
対
外
防
衛
の
体
制
は
解
体
さ
れ
ず
、
八
世
紀
以
降
も
性
格

を
変
え
な
が
ら
も
維
持
さ
れ
た
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
対
外
防
衛
問
題
の
性
格

は
、
形
式
化
し
つ
つ
も
長
期
化
し
た
点
に
求
め
ら
れ
る
。

白
村
江
敗
戦
後
に
お
い
て
、
現
在
の
九
州
地
方
が
対
外
防
衛
の
前
線
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
壬
申
の
乱
に
関
係
す
る
記
事
か
ら
も
確
認
で
き
る
。『
日
本
書
紀
』

天
武
元
年
（
六
七
二
）
六
月
丙
戌
条
に
「
筑
紫
国
者
元
戍　
二

辺
賊
之
難　
一

也
。
其

峻　
レ

城
、
深　
レ

隍
臨　
レ

海
守
者
、豈
為　
二

内
賊　
一

耶
。」
と
あ
り
、栗
隈
王
（
筑
紫
大
宰
）

は
筑
紫
国
の
任
務
は
対
外
防
衛
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
、
近
江
朝
廷
に
よ
る

援
軍
派
遣
の
要
請
を
拒
否
し
て
い
る
。

当
初
は
唐
・
新
羅
の
侵
攻
を
想
定
し
、
九
州
地
方
で
は
大
宰
府
を
中
心
と
す

る
防
衛
体
制
が
構
築
さ
れ
る
。
軍
事
的
措
置
を
み
る
と
、
軍
事
施
設
（
古
代
山

城
・
水
城
）
の
造
営
、
防
人
（
防
衛
兵
力
）
の
配
備
、
烽
（
通
信
シ
ス
テ
ム
）

の
設
置
が
確
認
で
き
る
。
防
人
な
ど
が
日
常
的
に
海
上
監
視
を
行
な
い
、
航
行

す
る
船
に
不
審
が
な
い
か
を
判
断
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
緊
急
時
に
は
外

敵
の
上
陸
を
阻
止
し
、
劣
勢
に
な
っ
た
場
合
は
古
代
山
城
に
立
て
籠
も
る
体
制

で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

対
外
防
衛
問
題
は
八
世
紀
に
も
継
承
さ
れ
、
白
村
江
敗
戦
の
意
識
は
潜
在
化

し
つ
つ
も
、
慣
習
的
に
海
上
監
視
は
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
白
村

江
敗
戦
の
直
後
か
ら
、
新
羅
は
朝
鮮
半
島
を
統
一
す
る
た
め
、
日
本
に
朝
貢
を

行
な
う
よ
う
に
な
っ
て
く
る
（
一
）

。
こ
の
状
況
に
対
し
て
、
日
本
は
新
羅
を
蕃

国
と
し
て
設
定
し
、国
家
秩
序
を
維
持
す
る
要
素
と
し
て
利
用
し
た
。
し
か
し
、

新
羅
は
六
七
六
年
に
唐
の
駐
留
軍
を
撤
退
さ
せ
、
七
三
五
年
に
朝
鮮
半
島
の
領

有
を
認
め
ら
れ
る
と
、
日
本
に
対
し
て
強
硬
的
な
姿
勢
（
二
）

に
転
じ
て
い
く
よ

う
に
な
る
が
、
宝
亀
一
〇
年
（
七
七
九
）
に
日
羅
外
交
は
不
安
定
な
状
況
の
ま

ま
終
焉
を
迎
え
る
。

こ
の
新
羅
と
の
外
交
の
不
安
定
化
は
、
対
外
防
衛
を
長
期
間
に
わ
た
り
維
持

さ
せ
る
要
因
と
な
っ
た
。『
続
日
本
紀
』
宝
亀
一
一
年
（
七
八
〇
）
七
月
戊
子

条
に
は
、「
筑
紫
大
宰
、
僻　
二

居
西
海　
一

、
諸
蕃
朝
貢
、
舟
楫
相
望
。
由　
レ

是
、

簡　
二

練
士
馬　
一

、
精　
二

鋭
甲
兵　
一

、
以
示　
二

威
武　
一

。」
と
あ
り
、
新
羅
に
対
し
て
は

軍
事
力
が
重
要
で
あ
る
と
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
西
海
道
に
来
航
す
る
の

は
新
羅
使
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
に
漂
流
・
帰
化
（
三
）

す
る
人
々
も
お
り
、
多

様
な
存
在
に
備
え
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

九
世
紀
に
入
る
と
、
新
羅
人
・
新
羅
商
人
が
広
範
囲
で
活
動
し
て
い
る
こ
と

が
確
認
で
き
、
対
外
防
衛
問
題
は
山
陰
道
方
面
に
も
拡
大
し
て
い
く
。
す
な
わ

ち
、
新
羅
人
・
新
羅
商
人
が
襲
撃
を
行
な
う
よ
う
に
な
り
、
新
羅
海
賊
と
し
て

認
識
さ
れ
る
事
例
が
増
加
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
人
的
・
物
的
な
被
害
を
伴
っ

た
こ
と
か
ら
、
八
世
紀
と
は
異
な
る
現
実
的
な
軍
事
問
題
と
し
て
の
性
格
を
持

つ
。『
続
日
本
後
紀
』
承
和
九
年
（
八
四
二
）
八
月
丙
子
条
に
は
、
藤
原
衛
（
大

宰
大
弐
）
の
起
請
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
新
羅
国
人
、
一
切
禁
断
、
不　
レ

入　
二
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境
内　
一

。」
と
い
う
強
硬
意
見
が
出
さ
れ
る
ま
で
の
状
況
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う

に
、
対
外
防
衛
問
題
の
特
徴
と
し
て
、
警
戒
す
る
対
象
を
変
え
な
が
ら
長
期
間

に
わ
た
り
存
在
し
て
い
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

（
二
）
西
海
道
の
軍
事
環
境
―
対
隼
人
問
題
―

西
海
道
の
北
部
で
は
対
外
防
衛
が
展
開
し
て
い
た
が
、
南
部
で
は
対
隼
人
問

題
を
抱
え
て
い
た
（
四
）

。
南
九
州
に
居
住
し
て
い
た
隼
人
は
、『
日
本
書
紀
』
天

武
一
一
年
（
六
八
二
）
七
月
甲
午
条
に
「
隼
人
多
来
、
貢　
二

方
物　
一

。」
と
記
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
中
央
の
王
権
に
朝
貢
を
行
な
う
友
好
的
な
存
在
と
し
て
確

認
で
き
る
。
そ
の
一
方
で
、
現
在
の
宮
崎
県
・
熊
本
県
の
両
方
面
よ
り
進
出
が

行
な
わ
れ
、
支
配
領
域
の
拡
大
が
進
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、『
続
日
本
紀
』
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）
八
月
丙
申
条
に
「
薩
摩
・

多
褹
、
隔　
レ

化
逆　
レ

命
。
於　
レ

是
、
発　
レ

兵
征
討
。
遂
校　
レ

戸
置　
レ

吏
焉
。」
と
あ
り
、

薩
摩
・
多
褹
地
域
の
隼
人
と
の
間
で
軍
事
行
動
が
発
生
す
る
が
、
薩
摩
国
（
当

初
は
唱
更
国
）・
多
褹
嶋
が
成
立
す
る
。
た
だ
し
、『
続
日
本
紀
』
大
宝
二
年

（
七
〇
二
）
十
月
丁
酉
条
に
「
唱
更
国
司
等
〈
今
薩
摩
国
也
〉
言
、
於　
二

国
内

要
害
之
地　
一

、
建　
レ

柵
置　
レ

戍
守
之
。」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
柵
を
置
い
て

警
戒
す
る
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
支
配
は
不
安
定
な
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
う
か
が
え
る
。

こ
の
後
、『
続
日
本
紀
』
和
銅
六
年
（
七
一
三
）
四
月
乙
未
条
に
「
割　
二

日
向

国
肝
坏
・
贈
於
・
大
隅
・
姶
羅
四
郡　
一

、
始
置　
二

大
隅
国　
一

。」
と
み
え
、
日
向
国

の
四
郡
を
割
い
て
大
隅
国
が
成
立
す
る
。
な
お
、『
続
日
本
紀
』
和
銅
六
年

（
七
一
三
）
七
月
丙
寅
条
に
「
討
隼
賊
将
軍
并
士
卒
等
戦
陣
有
功
者

一
千
二
百
八
十
余
人
」
に
対
す
る
叙
勲
が
み
え
る
た
め
、
日
向
国
の
建
国
に
は

軍
事
行
動
が
伴
っ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、『
続
日
本
紀
』
養

老
四
年
（
七
二
〇
）
二
月
壬
子
条
に
「
隼
人
反
、殺　
二

大
隅
国
守
陽
侯
史
麻
呂　
一

。」

と
記
さ
れ
、
一
年
数
ヶ
月
に
も
お
よ
ぶ
軍
事
行
動
に
発
展
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
南
九
州
に
支
配
領
域
を
拡
大
し
て
い
く
中
で
、
八
世
紀
に
入

る
と
軍
事
行
動
を
伴
う
不
安
定
な
状
況
に
な
っ
て
い
っ
た
。
養
老
四
年

（
七
二
〇
）
以
降
、
隼
人
と
の
間
で
軍
事
行
動
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
確
認
で

き
な
く
な
る
。
し
か
し
、天
平
八
年
（
七
三
六
）
の
「
薩
麻
国
正
税
帳
」
に
「
隼

人
一
十
一
郡
」
と
み
え
、
薩
摩
国
の
一
三
郡
の
う
ち
隼
人
郡
が
一
一
郡
を
占
め

て
い
た
こ
と
が
分
か
る
（
五
）

。
こ
れ
は
律
令
制
支
配
が
浸
透
で
き
て
い
な
か
っ

た
こ
と
を
意
味
（
六
）

し
、
大
隅
国
で
も
同
様
の
状
況
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
隼
人
は
軍
事
行
動
を
起
こ
し
た
よ
う
に
、
警
戒
す
る
べ
き
存
在
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

隼
人
に
対
す
る
警
戒
は
次
第
に
薄
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
、『
類
聚
国
史
』

延
暦
一
九
年
（
八
〇
〇
）
一
二
月
辛
未
条
に
「
収　
二

大
隅
・
薩
摩
両
国
百
姓
墾

田　
一

、
便
授　
二

口
分　
一

。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
に
隼
人
は
班
田
制
の
も
と

に
あ
る
公
民
と
し
て
一
応
の
公
認
を
受
け
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
（
中
村

二
〇
〇
一
な
ど
）。
た
だ
し
、
天
平
宝
字
期
の
新
羅
征
討
計
画
で
は
、
大
隅
国
・

薩
摩
国
は
西
海
道
節
度
使
の
所
管
国
と
な
っ
て
お
り
、
両
国
の
兵
力
を
渡
海
さ

せ
て
も
大
き
な
問
題
は
な
い
と
の
認
識
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
（
五
十

嵐
二
〇
一
四
）。
よ
っ
て
、
隼
人
が
実
質
的
に
警
戒
さ
れ
て
い
た
の
は
、
八
世

紀
中
期
頃
ま
で
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
三
）
設
置
期
に
お
け
る
鞠
智
城
の
機
能

鞠
智
城
の
造
営
時
期
は
文
献
史
料
に
み
え
な
い
が
、
発
掘
成
果
に
よ
り
【
第

Ⅰ
期
】
は
七
世
紀
の
第
三
四
半
期
～
第
四
四
半
期
に
比
定
さ
れ
、
外
郭
線
（
土

塁
）
が
急
速
に
整
備
さ
れ
る
一
方
で
、
城
内
建
物
の
整
備
は
十
分
で
は
な
い
と
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さ
れ
る
（
熊
本
県
教
育
委
員
会
二
〇
一
二
）。
こ
の
設
置
期
の
目
的
は
、
対
隼

人
問
題
は
不
安
定
化
し
て
お
ら
ず
、
何
よ
り
も
唐
・
新
羅
の
侵
攻
に
緊
急
的
に

備
え
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
、
白
村
江
敗
戦
後
の
対
外
防
衛
と
の
関
係
が
極
め

て
強
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、坂
本
経
堯
氏
が
提
示
し
た
【
見

解
１
】
有
明
海
の
防
衛
、【
見
解
２
】
大
宰
府
の
支
援
、
と
の
関
係
を
考
え
る

必
要
が
あ
る
。

鞠
智
城
の
立
地
に
つ
い
て
、
南
に
広
が
る
菊
鹿
盆
地
の
高
い
生
産
力
と
の
関

係
を
指
摘
す
る
見
解
が
あ
る
（
佐
藤
二
〇
一
〇
、
木
村
二
〇
一
一
）。
軍
事
行

動
を
行
な
う
た
め
に
は
軍
粮
は
不
可
欠
で
あ
り
、
効
率
的
に
軍
粮
を
確
保
・
蓄

積
で
き
る
環
境
は
重
要
で
あ
る
。
鞠
智
城
が
長
期
間
に
わ
た
り
維
持
さ
れ
た
理

由
と
し
て
、
生
産
力
と
の
関
係
を
重
視
す
る
こ
と
は
有
効
で
あ
る
。
鞠
智
城
に

は
他
の
古
代
山
城
と
異
な
り
、
広
い
平
坦
地
を
持
つ
こ
と
が
特
徴
（
熊
本
県
教

育
委
員
会
二
〇
一
二
）
で
あ
る
た
め
、
物
資
を
効
率
的
に
集
積
す
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
。

次
に
、
軍
事
的
に
み
た
場
合
、【
見
解
１
】
有
明
海
の
防
衛
、【
見
解
２
】
大

宰
府
の
支
援
は
想
定
で
き
る
機
能
で
あ
る
。
こ
の
見
解
を
言
い
換
え
る
と
、
有

明
海
の
防
衛
は
熊
本
県
が
前
線
地
域
と
な
り
、
大
宰
府
の
支
援
は
熊
本
県
が
支

援
地
域
に
な
る
。
小
田
富
士
雄
氏
は
、
鞠
智
城
は
攻
守
両
面
の
機
能
を
持
っ
た

「
押
し
出
し
の
城
」
と
想
定
（
小
田
一
九
九
三
）
し
て
い
る
よ
う
に
、
軍
事
力

を
展
開
・
移
動
す
る
上
で
機
能
的
で
あ
る
。
た
だ
し
、
両
事
象
は
結
果
と
し
て

発
生
し
な
か
っ
た
た
め
、
文
献
史
料
か
ら
明
確
に
導
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ

る
。有

明
海
の
防
衛
に
つ
い
て
、
鞠
智
城
か
ら
有
明
海
は
望
め
な
い
た
め
、
外
敵

を
視
覚
的
に
把
握
で
き
な
い
点
は
短
所
と
な
る
。
し
か
し
、
緊
急
時
に
は
烽
の

情
報
に
よ
り
警
戒
態
勢
に
移
行
し
た
こ
と
は
想
定
で
き
る
。
熊
本
県
は
有
明
海

に
面
し
て
い
る
以
上
、
有
明
海
防
衛
は
長
期
的
に
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ

の
視
角
は
対
外
防
衛
問
題
に
内
包
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、【
見
解
１
】
は
八
・
九

世
紀
に
区
分
し
て
三
・
四
で
考
え
て
い
く
。

ま
た
、
大
宰
府
の
支
援
に
つ
い
て
は
、
緊
急
時
に
は
各
地
の
国
造
が
担
っ
た

機
能
で
あ
り
、
鞠
智
城
に
限
定
さ
れ
な
い
問
題
で
あ
る
。
対
外
防
衛
の
意
識
を

み
る
と
、
全
体
的
に
は
対
馬
嶋
―
壱
岐
嶋
―
大
宰
府
の
ラ
イ
ン
が
重
視
さ
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
緊
急
事
態
は
ど
こ
で
発
生
す
る
か
は
分
か
ら
ず
、
軍
事
支
援

は
潜
在
化
し
た
と
し
て
も
普
遍
的
な
機
能
で
あ
る
。
軍
事
支
援
を
行
な
う
際
に

は
、
鞠
智
城
に
集
積
さ
れ
て
い
た
軍
粮
・
武
具
が
出
給
さ
れ
、
軍
事
施
設
と
し

て
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、【
見
解
２
】は
論
証
が
困
難
で
あ
る
た
め
、

本
稿
の
考
察
対
象
と
は
し
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
く
。

こ
の
軍
事
支
援
に
つ
い
て
、
大
宰
府
に
対
し
て
は
行
な
わ
れ
な
か
っ
た
が
、

八
世
紀
に
隼
人
と
の
関
係
が
不
安
定
化
し
、
軍
事
行
動
が
発
生
す
る
中
で
機
能

し
た
可
能
性
が
あ
る
。
鞠
智
城
の
機
能
と
し
て
、
当
初
よ
り
対
隼
人
問
題
が
意

識
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
が
、
現
実
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状

況
に
お
い
て
、
鞠
智
城
が
ど
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
た
の
か
は
明
確
に
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
【
見
解
３
】
に
つ
い
て
は
、
古
代
東
北
に
お
け
る
城

柵
の
様
相
を
ふ
ま
え
て
二
で
扱
う
。

鞠
智
城
の
特
徴
と
し
て
、『
続
日
本
紀
』
文
武
二
年
（
六
九
八
）
五
月
甲
申

条
に
「
令　
三

大
宰
府
繕　
二

治
大
野
・
基
肄
・
鞠
智
三
城　
一

。」
と
み
え
る
よ
う
に
、

長
期
間
の
維
持
が
意
識
さ
れ
て
お
り
、
九
世
紀
代
ま
で
維
持
さ
れ
る
の
は
こ
の

三
城
の
み
で
あ
る
。
鞠
智
城
は
基
本
的
に
は
米
穀
の
集
積
機
能
に
起
因
す
る
と

考
え
ら
れ
る
が
、
西
海
道
の
軍
事
環
境
の
中
に
位
置
付
け
て
考
え
る
こ
と
も
必

要
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
鞠
智
城
が
軍
事
的
要
素
を
脱
落
さ
せ
て
い
く
過
程

を
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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二
．
対
隼
人
問
題
と
鞠
智
城
の
関
係

鞠
智
城
の
機
能
と
し
て
、
坂
本
経
堯
氏
が
【
見
解
３
】
と
し
て
提
示
し
て
以

来
、
対
隼
人
問
題
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
見
解
は
多
い
（
七
）

。
そ
の
理
由
と
し

て
、
隼
人
と
の
関
係
が
八
世
紀
に
入
る
と
不
安
定
化
し
、
軍
事
行
動
を
伴
う
現

実
的
な
問
題
と
す
る
認
識
に
起
因
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
木
村
龍
生
氏
は
、
鞠
智
城
の
立
地
環
境
な
ど
か
ら
、
隼
人
と
の
関
係
を
否

定
す
る
見
解
を
提
示
し
て
い
る
（
木
村
二
〇
一
四
）。
本
章
で
は
、
古
代
東
北

の
城
柵
の
配
置
か
ら
軍
事
的
空
間
を
分
析
し
、
鞠
智
城
と
対
隼
人
問
題
の
関
係

を
考
え
る
。

（
一
）
古
代
東
北
の
軍
事
的
空
間

古
代
の
列
島
北
辺
で
は
、
陸
奥
国
・
出
羽
国
を
前
線
と
す
る
対
蝦
夷
政
策
が

展
開
し
て
い
た
（
八
）

。
そ
の
目
的
は
、
異
民
族
と
し
て
設
定
し
た
蝦
夷
の
服
属

に
あ
り
、
政
治
的
な
支
配
領
域
を
北
方
に
拡
大
し
て
い
っ
た
。
こ
の
北
方
進
出

は
七
世
紀
代
よ
り
進
め
ら
れ
て
お
り
、
八
世
紀
に
は
現
在
の
東
北
地
方
へ
の
進

出
が
本
格
化
し
て
い
っ
た
。
蝦
夷
を
服
属
さ
せ
る
過
程
で
は
、
軍
事
行
動
が
発

生
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
律
令
制
支
配
を
行
な
う
郡
を
設
置
す
る
こ
と
に
よ

り
、
支
配
領
域
を
段
階
的
に
北
方
に
拡
大
さ
せ
て
い
っ
た
。

こ
の
北
方
進
出
は
段
階
的
に
行
な
わ
れ
た
た
め
、
時
期
に
よ
っ
て
蝦
夷
と
の

境
界
は
異
な
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
陸
奥
国
の
場
合
、
仙
台
平
野
に
国
府
の

多
賀
城
（
当
初
は
郡
山
遺
跡
）
が
置
か
れ
、
八
世
紀
前
期
に
は
大
崎
平
野
・
石

巻
平
野
が
前
線
で
あ
っ
た
。
比
較
的
に
距
離
が
近
い
た
め
、
多
賀
城
が
直
接
的

に
管
理
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
前
線
が
よ
り
北
方
に
移
動
す

る
と
、
多
賀
城
と
の
距
離
は
長
く
な
り
、
そ
の
中
間
に
支
援
機
能
を
整
備
す
る

必
要
が
生
じ
た
。
こ
の
様
相
が
明
確
に
な
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
三
十
八
年
戦

争
」
期
で
あ
り
、
九
世
紀
に
お
け
る
奥
郡
（
北
上
盆
地
）
の
支
配
に
も
関
係
し

て
い
く
こ
と
に
な
る
。

宝
亀
五
年
（
七
七
四
）、
海
道
蝦
夷
が
桃
生
城
を
攻
撃
し
た
こ
と
に
よ
り
、

い
わ
ゆ
る
「
三
十
八
年
戦
争
」
が
始
ま
る
。
特
に
、
山
道
蝦
夷
の
服
属
が
目
標

に
設
定
さ
れ
、
大
規
模
な
軍
事
力
が
北
上
盆
地
に
投
入
さ
れ
た
。
し
か
し
、
奥

羽
両
国
と
坂
東
に
深
刻
な
疲
弊
を
も
た
ら
し
た
た
め
、
弘
仁
二
年
（
八
一
一
）

に
積
極
的
な
北
方
進
出
は
放
棄
さ
れ
る
。
九
世
紀
初
期
に
は
、
多
賀
城
か
ら
胆

沢
城
に
鎮
守
府
が
移
さ
れ
た
が
、
熊
谷
公
男
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
奥
郡
は

九
世
紀
に
も
不
安
定
な
状
況
（
熊
谷
一
九
九
二
）
で
あ
っ
た
た
め
、
軍
事
的
緊

張
が
解
消
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

古
代
東
北
の
軍
事
的
空
間
を
考
え
る
際
に
、
蝦
夷
支
配
の
拠
点
と
し
て
設
置

さ
れ
た
城
柵
の
配
置
が
注
目
さ
れ
る
。
七
世
紀
中
期
か
ら
九
世
紀
初
期
に
か
け

て
、
城
柵
は
各
地
に
計
画
的
に
設
置
さ
れ
た
（
第
１
図
）。
城
柵
の
構
造
は
、

発
掘
成
果
に
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
政
庁
と
外
郭
施
設
か
ら
構
成
さ
れ

る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
政
務
・
儀
式
を
行
な
う
政
庁
は
、
国
府
と
同
じ
く

「
コ
の
字
」型
配
置
を
持
つ
。
一
方
、外
郭
施
設
は
軍
事
的
要
素
を
持
ち
、築
地
・

土
塁
・
溝
・
櫓
な
ど
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
城
柵
は
行
政
施
設
と

軍
事
施
設
と
し
て
の
機
能
を
持
っ
て
い
た
。

こ
の
城
柵
の
配
置
を
み
る
と
、
陸
奥
国
で
は
計
画
的
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
注
目
さ
れ
る
（
九
）

。
す
な
わ
ち
、
国
府
の
多
賀
城
を
拠
点
と
す
る
と
、
鎮

守
府
の
置
か
れ
た
胆
沢
城
は
前
線
と
な
る
が
、
そ
の
距
離
は
直
線
で
約
一
〇
〇

㎞
も
離
れ
て
い
る
。
両
者
の
間
に
は
大
崎
平
野
・
石
巻
平
野
・
栗
原
平
野
が
広

が
っ
て
お
り
、
こ
の
地
域
に
支
援
機
能
が
整
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
定
す
る

必
要
が
あ
る
。
文
献
史
料
に
は
玉
造
塞
と
呼
ば
れ
る
施
設
が
確
認
で
き
、
前
線
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を
支
援
す
る
機
能
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

 （
二
）
玉
造
塞
の
支
援
機
能

い
わ
ゆ
る
「
三
十
八
年
戦
争
」
期
に
は
、
山
道
蝦
夷
の
拠
点
で
あ
る
北
上
盆

地
に
対
す
る
進
出
が
行
な
わ
れ
た
。
延
暦
八
年
（
七
八
九
）
に
は
、
い
わ
ゆ
る

桓
武
朝
の
第
一
次
征
討
が
行
な
わ
れ
、
紀
古
佐
美
が
率
い
る
大
規
模
な
征
討
軍

が
派
遣
さ
れ
る
が
、
阿
弖
流
為
が
率
い
る
蝦
夷
勢
力
に
大
敗
を
喫
す
る
。
関
連

史
料
を
み
る
と
、
軍
粮
の
輸
送
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

【
史
料
１
】『
続
日
本
紀
』
延
暦
八
年
六
月
庚
辰
条

征
東
将
軍
奏
偁
、
胆
沢
之
地
、
賊
奴
奧
区
。
方
今
、
大
軍
征
討
、
剪　
二

除

村
邑　
一

。
余
党
伏
竄
、
殺　
二

略
人
物　
一

。
又
子
波
・
和
我
、
僻
在　
二

深
奧　
一

。

臣
等
、
遠
欲　
二

薄
伐　
一

、
粮
運
有　
レ

艱
。
其
従　
二

玉
造
塞　
一

、
至　
二

衣
川
営　
一

四

日
、
輜
重
受
納
二
箇
日
。
然
則
、
往
還
十
日
。
従　
二

衣
川　
一

至　
二

子
波
地　
一

、

行
程
仮
令
六
日
、
輜
重
往
還
十
四
日
。
惣
従　
二

玉
造
塞　
一

至　
二

子
波
地　
一

、
往

還
廿
四
日
程
也
。
途
中
逢　
レ

賊
相
戦
、
及
妨　
レ

雨
不　
レ

進
之
日
、
不　
レ

入　
二

程

内
　
一

。
河
陸
両
道
輜
重
一
万
二
千
四
百
卌
人
、
一
度
所　
レ

運
糒

六
千
二
百
十
五
斛
。
征
軍
二
万
七
千
四
百
七
十
人
、
一
日
所　
レ

食
五
百
卌

九
斛
。
以　
レ

此
支
度
、
一
度
所　
レ

運
、
僅
支　
二

十
一
日　
一

。（
後
略
）

こ
の
【
史
料
１
】
に
は
、
征
討
軍
の
拠
点
で
あ
っ
た
衣
川
営
に
は
、
玉
造

塞
か
ら
軍
粮
が
輸
送
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
、
征
討
軍

二
七
四
七
〇
人
の
行
動
を
支
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
軍
粮
の
輸
送
体
制
に

問
題
が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
軍
粮
が

輸
送
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
時
の
前
線
で
あ
っ
た
伊
治
城
か
ら
で
は
な
く
、

玉
造
塞
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
規
模
な
征
討
軍
の
軍
事

行
動
を
支
え
る
た
め
、
玉
造
塞
に
は
大
量
の
軍
粮
が
集
積
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
玉
造
塞
の
比
定
遺
跡
と
し
て
、
宮
城
県
大
崎
市
に
あ
る
宮
沢
遺
跡
と
す

る
見
解
が
あ
る
（
柳
澤
二
〇
〇
七
）。
宮
沢
遺
跡
の
範
囲
は
、
東
西
約
一
四
〇
〇

ｍ
・
南
北
約
八
五
〇
ｍ
で
あ
り
、
国
府
の
多
賀
城
を
も
凌
ぐ
広
さ
を
持
つ
（
第

２
図
）。
愛
宕
山
地
区
（
北
西
辺
）・
長
者
原
地
区
（
北
辺
）
で
は
、
外
郭
施
設

と
し
て
築
地
二
条
・
土
塁
一
条
・
溝
が
検
出
さ
れ
、
他
の
城
柵
よ
り
も
堅
固
な

構
造
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
遺
跡
内
部
に
土
塁
状
の
高
ま
り
を
持
つ
区
画

第１図　古代東北の城柵
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が
確
認
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
城
柵
の
構
成
要
素
で
あ
る
政
庁
は
検
出
さ
れ
て

い
な
い
（
古
川
市
史
編
さ
ん
委
員
会
二
〇
〇
六
）。
宮
沢
遺
跡
に
は
不
明
な
点

は
多
い
が
、
そ
の
規
模
を
み
る
と
重
要
な
拠
点
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
（
一
〇
）

。

宮
沢
遺
跡
の
立
地
環
境
を
み
る
と
、
駅
路
の
結
節
点
に
あ
る
こ
と
が
注
目
さ

れ
る
（
第
３
図
）。
ま
ず
、
多
賀
城
方
面
か
ら
北
上
盆
地
方
面
に
向
か
う
駅
路

が
あ
り
、
陸
奥
国
の
南
北
を
結
ぶ
ル
ー
ト
上
に
位
置
す
る
。
ま
た
、
大
崎
平
野

に
は
出
羽
国
に
向
か
う
駅
路
も
あ
り
、
大
崎
平
野
と
の
連
絡
を
行
な
う
こ
と
も

可
能
な
位
置
に
あ
る
。
ま
た
、
宮
沢
遺
跡
の
南
に
は
江
合
川
が
流
れ
て
お
り
、

大
崎
平
野
の
西
部
と
の
連
絡
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
下
流
は
石
巻
平
野
の
旧
北

上
川
に
結
節
し
て
い
る
（
一
一
）

。
こ
の
旧
北
上
川
を
北
上
す
る
と
、
前
線
と
な
っ

た
北
上
盆
地
に
移
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
宮
沢
遺
跡
は
北
上

盆
地
を
支
援
す
る
上
で
重
要
な
位
置
に
あ
り
、
玉
造
塞
で
あ
っ
た
可
能
性
は
十

分
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

前
線
の
支
援
機
能
を
有
し
た
玉
造
塞
は
、
弘
仁
六
年
（
八
一
五
）
に
お
け
る

軍
制
再
編
の
対
象
と
な
っ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
「
三
十
八
年
戦
争
」
後
の
九
世

紀
に
も
機
能
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
こ
の
時
の
措
置
は
、
軍
団
兵
士

を
名
取
団
・
玉
造
団
の
二
〇
〇
〇
人
か
ら
、
白
河
団
・
安
積
団
・
行
方
団
・
小

田
団
の
四
〇
〇
〇
人
を
加
え
、
六
番
交
替
で
勤
務
す
る
形
態
と
さ
れ
た
。
さ
ら

に
、
前
線
の
胆
沢
城
・
徳
丹
城
に
配
備
さ
れ
て
い
た
鎮
兵
一
〇
〇
〇
人
を
廃
止

し
、
有
勲
者
か
ら
健
士
二
〇
〇
〇
人
を
差
発
し
、
四
番
交
替
で
勤
務
す
る
形
態

と
し
た
。
一
番
あ
た
り
の
軍
団
兵
士
一
〇
〇
〇
人
・
健
士
五
〇
〇
人
と
な
り
、

次
の
よ
う
に
配
置
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

  　
　
　

第２図　宮沢遺跡
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【
史
料
２
】『
類
聚
三
代
格
』
弘
仁
六
年
八
月
二
十
三
日
太
政
官
符

（
前
略
）

一
分
配
番
上
兵
士
一
千
五
百
人
〈
兵
士
一
千
人　

健
士
五
百
人
〉

胆
沢
城
七
百
人
〈
兵
士
四
百
人　

健
士
三
百
人
〉

玉
造
塞
三
百
人
〈
兵
士
百
人　

健
士
二
百
人
〉

多
賀
城
五
百
人
〈
並
兵
士
〉

右
城
塞
等
、
四
道
集
衢
、
制　
レ

敵
唯
領
、
儻
允　
二

臣
等
所　
　一レ

議
、
伏
望
、
依　
レ

件
分
配
。（
後
略
）

こ
の
【
史
料
２
】
に
み
え
る
よ
う
に
、
鎮
守
府
の
胆
沢
城
・
国
府
の
多
賀
城

と
と
も
に
、
玉
造
塞
に
も
兵
員
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
時
に
玉
造
塞
は
前
線
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、
多
賀
城
と
胆
沢

城
を
結
ぶ
拠
点
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
大
崎
平
野
・
石
巻

平
野
を
陸
上
・
河
川
交
通
で
掌
握
し
、
有
事
に
備
え
た
前
線
の
支
援
機
能
が
付

与
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
一
二
）

。

以
上
、
陸
奥
国
側
の
北
方
進
出
を
み
る
と
、
最
終
的
に
拠
点
（
多
賀
城
）
と

前
線
（
胆
沢
城
）
の
距
離
が
長
く
な
り
、
そ
の
中
間
に
支
援
体
制
を
整
備
し
た

こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
機
能
を
担
っ
た
の
は
、
宮
沢
遺
跡
に
比
定
さ
れ
る

玉
造
塞
で
あ
り
、
胆
沢
城
ま
で
の
距
離
は
直
線
で
約
六
三
㎞
と
な
る
が
、
交
通

の
要
衝
に
位
置
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
な
お
、
宮
沢
遺
跡

と
伊
治
城
の
距
離
は
三
五
里
と
す
る
記
述
が
あ
り
、
柳
澤
和
明
氏
は
約
一
九
㎞

と
推
算
し
て
い
る
（
一
三
）

。
こ
う
し
た
計
画
性
を
持
つ
体
制
は
、
拠
点
と
前
線
の

距
離
が
長
く
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
本
格
的
な
軍
事
行
動
が
断
続
的
に
発
生

し
た
こ
と
を
背
景
と
し
、
長
期
化
し
た
軍
事
環
境
の
中
で
形
成
さ
れ
た
特
徴
を

持
つ
。

（
三
）
対
隼
人
問
題
と
鞠
智
城
の
関
係

鞠
智
城
と
対
隼
人
問
題
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
文
武
二
年
（
六
九
八
）
の
改

修
が
注
目
さ
れ
て
き
て
い
る
。
発
掘
成
果
に
よ
る
と
、【
第
Ⅱ
期
】
は
七
世
紀

末
～
八
世
紀
第
一
四
半
期
前
半
に
比
定
さ
れ
、
城
内
の
建
物
が
充
実
し
、
多

く
の
人
員
の
活
動
が
想
定
さ
れ
て
い
る
（
熊
本
県
教
育
委
員
会
二
〇
一
二
）。

隼
人
と
の
間
で
の
軍
事
行
動
を
み
る
と
、
大
宝
二
年
（
七
〇
二
）・
和
銅
六
年

（
七
一
三
）・
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
に
発
生
し
て
い
る
た
め
、
時
期
的
に
符

合
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
鞠
智
城
で
の
活
動
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
は
、
軍
事

第３図　玉造塞の位置
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行
動
に
備
え
た
も
の
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

木
村
龍
生
氏
は
、
鞠
智
城
が
後
の
薩
摩
国
ま
で
遠
距
離
で
あ
り
、
隼
人
に
対

す
る
拠
点
は
熊
本
県
南
部
に
置
か
れ
る
の
が
妥
当
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
鞠
智
城

か
ら
は
直
線
で
約
一
〇
〇
㎞
も
離
れ
て
い
る
た
め
、
鞠
智
城
に
は
後
方
支
援
の

機
能
は
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
（
木
村
二
〇
一
四
）。
鞠
智
城
は
各
方
面
へ
の

交
通
の
要
衝
に
立
地
（
鶴
嶋
二
〇
一
一
）
し
て
い
た
が
、
現
実
に
は
前
線
ま
で

は
離
れ
す
ぎ
て
い
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
木
村
龍
生
氏
は
、
鞠
智
城
の
物
資
が
使

用
さ
れ
た
こ
と
ま
で
は
否
定
し
て
い
な
い
。

こ
こ
で
陸
奥
国
の
軍
事
的
空
間
を
参
照
す
る
と
、
対
隼
人
問
題
の
拠
点
は
大

宰
府
と
な
り
、
前
線
は
後
の
大
隅
国
・
薩
摩
国
に
相
当
す
る
地
域
と
な
る
。
そ

の
中
間
に
は
支
援
体
制
が
整
備
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
鞠
智
城
が
集
積
し
て
い

た
軍
粮
・
武
具
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
特
に
、
長
期
化
し
た
養

老
四
年
（
七
二
〇
）
の
軍
事
行
動
で
は
、
軍
粮
の
出
給
を
し
て
い
た
可
能
性
は

高
い
。
し
か
し
、
前
線
と
の
距
離
を
ふ
ま
え
る
と
、
隼
人
に
対
す
る
直
接
的
な

拠
点
は
、
熊
本
県
南
部
に
置
か
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
交
通
の
要
衝
に
位
置
し
た
鞠
智
城
は
、
隼
人
と
の
関
係
が
不
安
定
化
す

る
状
況
に
お
い
て
、
本
来
は
想
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
副
次
的
な
機
能
を
持
た

さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

し
か
し
、
隼
人
に
対
す
る
直
接
的
な
拠
点
は
、
熊
本
県
南
部
に
求
め
る
べ
き

で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
鞠
智
城
は
間
接
的
な
拠
点
と
し
て
は
機
能
し
た
が
、
直

接
的
に
隼
人
と
接
触
し
て
い
た
の
は
、
熊
本
県
南
部
の
拠
点
で
あ
っ
た
と
考
え

る
の
が
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
対
隼
人
問
題
に
つ
い
て
は
、
拠
点
（
大

宰
府
）
と
前
線
（
薩
摩
国
）
の
間
に
、
間
接
的
拠
点
（
鞠
智
城
）
と
直
接
的
拠

点
（
熊
本
県
南
部
）
の
二
段
階
の
空
間
を
想
定
し
た
い
。
こ
れ
ま
で
の
見
解
を

み
る
と
、
木
村
龍
生
氏
が
指
摘
す
る
現
実
的
な
面
が
十
分
で
は
な
く
、
後
方
支

援
の
意
味
が
明
確
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
傾
向
が
あ
る
。

な
お
、
隼
人
と
の
間
の
軍
事
行
動
は
、
養
老
四
年
（
七
二
〇
）
を
最
後
に
発

生
し
て
お
ら
ず
、
以
後
は
不
安
定
な
状
況
は
低
下
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
発
掘
成
果
に
よ
る
と
、
鞠
智
城
の
【
第
Ⅲ
期
】
は
八
世
紀
第
一
四
半

期
後
半
か
ら
八
世
紀
第
三
四
半
期
に
比
定
さ
れ
て
い
る
（
熊
本
県
教
育
委
員
会

二
〇
一
二
）。
こ
の
時
期
の
城
内
建
物
は
、
小
型
礎
石
に
よ
る
礎
石
建
物
に
変

化
す
る
が
、
出
土
土
器
が
ほ
ぼ
無
い
こ
と
か
ら
活
動
の
大
幅
な
低
下
が
想
定
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
現
象
に
つ
い
て
、
強
硬
的
な
対
隼
人
政
策
の
放
棄
と
連
動
す

る
見
解
（
菊
池
二
〇
一
四
）
が
注
目
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
対
外
防
衛
の
体
制

と
の
関
係
で
論
じ
て
み
た
い
。

三
．
八
世
紀
に
お
け
る
対
外
防
衛
問
題
と
鞠
智
城

白
村
江
敗
戦
に
よ
り
現
出
し
た
対
外
防
衛
問
題
は
、
八
世
紀
に
も
継
承
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
新
羅
と
の
外
交
で
主
に
機
能
す
る
よ
う
に
変
化
し
た
だ
け

で
は
な
く
、
新
羅
海
賊
問
題
に
も
継
承
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
、
長
期
化
し
た
軍

事
問
題
と
し
て
の
性
格
が
あ
る
。
し
か
し
、
八
世
紀
に
入
る
ま
で
に
ほ
と
ん
ど

の
古
代
山
城
は
廃
止
さ
れ
、
対
外
防
衛
問
題
に
古
代
山
城
の
関
与
を
認
め
る
こ

と
は
で
き
な
く
な
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
研
究
は
少
な
い
が
、
大
高
広
和
氏
に

よ
る
対
外
防
衛
政
策
に
関
す
る
研
究
が
あ
る
（
大
高
二
〇
一
三
）。
本
章
で
は
、

八
世
紀
に
お
け
る
対
外
防
衛
の
体
制
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
鞠
智
城
と
の

関
係
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

（
一
）
天
平
期
の
節
度
使
体
制

白
村
江
敗
戦
後
、
古
代
山
城
に
よ
る
防
衛
体
制
が
構
築
さ
れ
た
が
、
沿
岸
防

衛
の
体
制
も
整
備
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
鈴
木
拓
也
氏
は
、
北
部
九
州
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で
は
防
人
が
海
岸
を
守
備
し
て
お
り
、
外
敵
の
侵
入
は
海
岸
で
食
い
止
め
、

突
破
さ
れ
た
場
合
は
古
代
山
城
が
機
能
し
た
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
（
鈴
木

二
〇
一
〇
）。
防
人
が
配
備
さ
れ
て
い
な
い
地
域
は
、
当
初
は
国
造
が
保
有
す

る
兵
力
が
担
当
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
八
世
紀
に
対
外
防
衛
の
体
制
が
変

化
し
た
こ
と
は
、
天
平
期
の
節
度
使
体
制
か
ら
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

天
平
四
年
（
七
三
二
）
八
月
、
東
海
東
山
二
道
節
度
使
・
山
陰
道
節
度
使
・

西
海
道
節
度
使
が
任
命
さ
れ
る
。
こ
の
諸
道
節
度
使
は
天
平
六
年
（
七
三
四
）

四
月
ま
で
置
か
れ
、
総
合
的
な
軍
事
力
を
整
備
す
る
こ
と
に
よ
り
、
防
衛
体
制

を
再
編
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
（
坂
本
一
九
三
二
、
北
一
九
八
四
）。
中

央
か
ら
節
度
使
が
派
遣
さ
れ
た
理
由
は
、
決
め
ら
れ
た
期
間
内
に
軍
事
力
を
集

中
的
に
整
備
す
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
中
尾
二
〇
一
〇
）。

な
お
、『
続
日
本
紀
』
天
平
六
年
（
七
三
四
）
四
月
壬
子
条
に
「
諸
道
節
度

使
事
既
訖
。
於　
レ

是
、
令　
三

国
司
主
典
已
上
掌　
二

知
其
事　
一

。」
と
あ
り
、
節
度
使

に
よ
り
整
備
さ
れ
た
体
制
は
国
司
に
引
き
継
が
れ
、
国
単
位
で
機
能
す
る
性
格
を

持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
（
原
田
一
九
九
九
、
中
尾
二
〇
一
〇
）。
ま
た
、
東
海

東
山
二
道
節
度
使
は
対
外
防
衛
が
任
務
で
は
な
い
た
め
、
西
方
に
有
事
が
発
生
し

た
際
の
支
援
地
域
と
し
て
機
能
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
北
一
九
八
四
）。

節
度
使
体
制
の
基
本
施
策
は
、『
続
日
本
紀
』
天
平
四
年
（
七
三
二
）
八
月

壬
辰
条
に
記
さ
れ
て
お
り
、
軍
団
兵
士
の
差
発
・
訓
練
、
武
具
の
修
理
な
ど
、

基
礎
的
な
軍
事
力
の
整
備
と
し
て
の
性
格
が
強
い
（
一
四
）

。
一
方
、
天
平
六
年

（
七
三
四
）
の
「
出
雲
国
計
会
帳
」
を
み
る
と
、
山
陰
道
節
度
使
に
所
管
さ
れ

て
い
た
出
雲
国
で
の
施
策
が
確
認
で
き
る
（
一
五
）

。
特
に
、
天
平
五
年
（
七
三
三
）

に
「
備
辺
式
」
が
下
付
（
一
六
）

さ
れ
て
お
り
、
防
衛
要
綱
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
が

注
目
さ
れ
る
。

こ
の
防
衛
要
綱
「
式
」
は
、
複
数
の
名
称
が
確
認
で
き
る
も
の
の
、
以
降
も

対
外
防
衛
の
基
本
と
な
っ
た
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。『
続
日
本
紀
』
宝
亀
一
一

年
（
七
八
〇
）
七
月
丁
丑
条
の
縁
海
警
固
令
に
は
、
山
陰
道
な
ど
は
「
天
平
四

年
節
度
使
従
三
位
多
治
比
真
人
県
守
等
時
式
」、
大
宰
府
管
内
は
「
同
年
節
度

使
従
三
位
藤
原
朝
臣
宇
合
時
式
」
に
よ
り
行
な
う
こ
と
が
指
示
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
三
月
庚
寅
条
に
は
、
大

宰
府
で
は
「
警
固
式
」
に
よ
り
警
戒
を
し
て
い
る
こ
と
が
み
え
る
。
そ
の
内
容

に
つ
い
て
は
、
宝
亀
一
一
年
（
七
八
〇
）
の
北
陸
道
に
防
衛
要
綱
「
式
」
が
導

入
さ
れ
た
措
置
か
ら
う
か
が
え
る
。

【
史
料
３
】『
類
聚
三
代
格
』
宝
亀
一
一
年
七
月
二
六
日
勅

勅
、
筑
紫
大
宰
、
僻　
二

居
西
海　
一

、
諸
蕃
朝
貢
、
舟
楫
相
望
。
由　
レ

是
、
簡　
二

練
士
馬　
一

、
精　
二

鋭
甲
兵　
一

、
以
示　
二

威
武　
一

、
以
備　
二

非
常　
一

。
今
北
陸
之
道
、

亦
供　
二

蕃
客　
一

。
所　
レ

有
軍
兵
、
未　
二

曽
教
習　
一

。
属　
レ

事
徴
発
、
全
無　
レ

堪　
レ

用
。

安
必
思　
レ

危
、
豈
合　
レ

如　
レ

此
。
宜　
下

准　
二

大
宰　
一

、
依　
レ

式
警
固　
上

。（
後
略
）

こ
の
【
史
料
３
】
に
は
、
北
陸
道
は
「
蕃
客
」（
渤
海
使
）
に
対
応
す
る
地

域
で
あ
っ
た
こ
と
が
み
え
、
渤
海
と
は
友
好
な
関
係
で
あ
っ
た
も
の
の
、
念
の

た
め
警
戒
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
大
宰
府
管

内
と
同
じ
よ
う
に
「
式
」
に
よ
る
警
戒
を
行
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。
後
略
と
し

た
箇
所
に
は
、
全
六
項
か
ら
な
る
防
衛
行
動
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容

を
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

［
１
］
賊
船
の
発
見 

→ 

国
内
に
警
戒
命
令
・
中
央
に
報
告

［
２
］
賊
船
の
来
襲 

→
「
当
界
百
姓
」
が
戦
闘

［
３
］
集
結
地
点
を
設
定 

→
「
兵
士
已
上
及
百
姓
便　
二

弓
馬　
一

者
」
の
参
戦 

→ 



11

 

　
　
　

  

距
離
に
応
じ
た
部
隊
編
成

［
４
］
賊
船
の
来
襲 

→
「
戦
士
已
上
」
の
参
戦 

→
「
軍
名
」
の
作
成 

→ 

部

　
　
　

  
隊
編
成

［
５
］「
国
司
以
上
」
は
私
馬
・
駅
伝
馬
の
使
用
を
許
可

［
６
］
従
軍
す
る
「
兵
士
・
白
丁
」
に
は
「
公
粮
」
を
支
給

　
北
陸
道
に
導
入
さ
れ
た
「
式
」
は
、
賊
船
の
発
見
を
起
点
と
し
た
内
容
で
あ

り
、
現
地
の
人
に
よ
る
防
衛
行
動
を
行
な
う
と
と
も
に
、
国
内
か
ら
支
援
兵
力

を
派
遣
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
規
定
は
な
い
も
の
の
、
戦

闘
が
よ
り
拡
大
し
た
場
合
は
、
他
国
か
ら
の
支
援
も
行
な
わ
れ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
大
宰
府
管
内
で
も
概
ね
同
様
の
内
容
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る

が
、
北
陸
道
で
機
能
す
る
よ
う
に
改
変
が
加
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
大
宰
府
で
の
防
衛
体
制
に
独
自
の
要
素
が
あ
っ
た
こ
と

は
、
次
の
天
平
宝
字
三
年
（
七
五
九
）
の
記
事
か
ら
確
認
で
き
る
。

【
史
料
４
】『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
三
年
三
月
庚
寅
条

大
宰
府
言
、
府
官
所　
レ

見
、
方
有　
二

不　
レ

安
者
四　
一

。
拠　
二

警
固
式　
一

、
於　
二

博

多
大
津
、
及
壱
岐
・
対
馬
等
要
害
之
処　
一

、
可　
レ

置　
二

船
一
百
隻
以
上　
一

、
以

備　
二

不
虞　
一

。
而
今
无
船
可
用
、
交
闕　
二

機
要　
一

。
不　
レ

安
一
也
。（
後
略
）

こ
の
【
史
料
４
】
か
ら
は
、
大
宰
府
管
内
に
は
「
警
固
式
」
が
あ
る
こ
と
が

確
認
で
き
、
博
多
大
津
と
壱
岐
嶋
・
対
馬
嶋
の
要
所
に
船
一
〇
〇
隻
以
上
を
置

き
、
緊
急
事
態
に
備
え
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、
こ
の
頃
に
は
必
要

数
が
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
対
外
防
衛
の
体
制
が
弛
緩
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
こ
の
「
警
固
式
」
に
は
大
宰
府
管
内
の
独
自
要
素
が

存
在
し
、
対
馬
嶋
・
壱
岐
嶋
の
島
嶼
防
衛
が
意
識
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に

考
え
る
と
、
古
代
山
城
に
関
す
る
措
置
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
可
能
性
を
考
え

る
必
要
が
あ
る
。

し
か
し
、
八
世
紀
に
は
中
国
式
山
城
の
怡
土
城
が
造
営
さ
れ
る
も
の
の
、
廃

止
さ
れ
た
古
代
山
城
が
復
活
し
た
形
跡
は
な
い
。
ま
た
、
新
た
に
対
外
防
衛
を

任
務
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
山
陰
道
で
も
、
古
代
山
城
を
設
置
す
る
体
制
は
構

築
さ
れ
て
い
な
い
。
大
高
広
和
氏
は
、
藤
原
広
嗣
の
乱
に
み
え
る
鎮
は
、
天
平

期
に
置
か
れ
た
沿
岸
警
備
の
た
め
の
施
設
・
組
織
と
捉
え
、
古
代
山
城
と
の
関

係
は
希
薄
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る
（
大
高
二
〇
一
三
）。

こ
の
他
、
天
平
六
年
（
七
三
四
）
の
「
出
雲
国
計
会
帳
」
を
み
る
と
、
出
雲

国
で
弩
を
製
作
・
配
備
（
一
七
）

し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
弩
は
大
型
の
矢

を
発
射
す
る
機
械
兵
器
で
あ
り
、
飛
距
離
・
殺
傷
力
に
優
れ
て
い
る
た
め
、
迎

撃
兵
器
と
し
て
重
視
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
五
十
嵐
二
〇
一
二
）。
し
か
し
、

そ
の
製
作
・
運
用
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
た
め
、
八
・
九
世
紀
に
は
弩
師
を
設

置
す
る
こ
と
に
よ
り
体
制
を
整
備
し
て
い
る
（
後
述
）。
文
献
史
料
か
ら
弩
の

製
作
・
配
備
は
確
認
し
に
く
い
が
、
大
宰
府
管
内
で
も
導
入
が
進
め
ら
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
八
世
紀
の
対
外
防
衛
は
古
代
山
城
と
の
関
係
が
希
薄
化
し
、

沿
岸
部
に
重
点
を
置
い
た
体
制
に
移
行
し
て
い
っ
た
も
の
と
理
解
で
き
る
。
た

だ
し
、
沿
岸
部
を
突
破
さ
れ
た
場
合
、
廃
城
と
な
っ
た
古
代
山
城
を
活
用
し
た

可
能
性
は
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、鞠
智
城
も
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ

た
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

（
二
）
有
明
海
防
衛
と
鞠
智
城

古
く
か
ら
有
明
海
は
海
上
交
通
が
活
発
で
あ
り
、
八
代
海
・
有
明
海
か
ら
朝
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鮮
半
島
に
向
か
う
ル
ー
ト
の
存
在
が
想
定
さ
れ
て
い
る
（
熊
本
県
教
育
委
員
会

二
〇
一
二
）。
た
だ
し
、
有
明
海
は
干
満
の
差
が
大
き
い
た
め
、
高
い
航
海
技

術
を
必
要
と
す
る
見
解
が
あ
る
（
木
村
二
〇
一
四
）。
大
型
の
軍
船
で
侵
攻
し

て
き
た
場
合
、
有
明
海
で
の
軍
事
行
動
は
容
易
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
新
羅
使
な
ど
の
来
航
は
大
宰
府
に
集
中
す
る
こ
と
も
あ
り
、
有
明
海
か

ら
の
侵
攻
も
発
生
し
な
か
っ
た
た
め
、
有
明
海
防
衛
の
意
識
を
読
み
取
る
こ
と

は
難
し
い
。

天
平
期
に
導
入
さ
れ
た
防
衛
要
綱
「
式
」
は
、
肥
後
国
に
お
い
て
も
機
能
す

る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
関
連
史
料
に
み
え
る
よ
う
に
、
沿
岸

警
備
の
た
め
の
鎮
が
置
か
れ
、
迎
撃
兵
器
の
弩
が
要
所
に
配
備
さ
れ
た
こ
と
が

想
定
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
鞠
智
城
は
直
接
的
に
対
外
防
衛
に
関
与
せ
ず
、
米

穀
の
集
積
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

発
掘
成
果
に
よ
る
と
、【
第
Ⅱ
期
】
は
七
世
紀
末
～
八
世
紀
第
一
四
半
期
前

半
、【
第
Ⅲ
期
】
は
八
世
紀
第
一
四
半
期
後
半
か
ら
八
世
紀
第
三
四
半
期
に
比

定
さ
れ
て
お
り
、
大
宰
府
の
建
物
変
遷
と
の
関
連
が
想
定
さ
れ
て
い
る
（
熊
本

県
教
育
委
員
会
二
〇
一
二
）。
こ
の
時
期
の
様
相
を
み
る
と
、【
第
Ⅱ
期
】
の
改

修
で
は
防
御
機
能
の
強
化
が
図
ら
れ
ず
（
木
村
二
〇
一
四
）、【
第
Ⅲ
期
】
に
は

活
動
が
低
下
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
点
は
、
有
明
海
防
衛
の
意
識
が
低
い
こ
と
、
天
平
期
に
再
編
さ
れ
た
防

衛
体
制
の
性
格
に
よ
り
、
鞠
智
城
が
果
た
す
軍
事
的
役
割
が
低
下
し
、【
第
Ⅱ

期
】・【
第
Ⅲ
期
】
の
様
相
を
反
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ

う
な
軍
事
環
境
は
、
鞠
智
城
の
軍
事
的
要
素
を
洗
練
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
脱
落

さ
せ
て
い
く
要
因
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
九
世
紀
に
入
る
と
新
羅
海
賊
問
題
が

発
生
す
る
が
、
鞠
智
城
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
を
次
章
で
考
え

て
い
く
。

四
．
九
世
紀
の
新
羅
海
賊
問
題
と
鞠
智
城

九
世
紀
の
軍
事
的
な
特
徴
と
し
て
、
史
料
上
に
新
羅
人
・
新
羅
商
人
に
関
す

る
記
事
が
散
見
し
、
時
と
し
て
新
羅
海
賊
と
し
て
認
識
さ
れ
る
状
況
が
発
生

し
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
特
に
、
人
的
・
物
的
な
被
害
が
生
じ
る
こ
と
も
あ

り
、
現
実
に
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
新
羅
海

賊
の
問
題
に
つ
い
て
、
鞠
智
城
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
見
解
が
あ
る
（
濱
田

二
〇
一
〇
、
石
井
二
〇
一
三
、
柿
沼
二
〇
一
四
、
古
内
二
〇
一
四
）。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
八
世
紀
に
お
け
る
対
外
防
衛
の
体
制
と
の
関
係
も
ふ
ま
え
、
九
世

紀
に
お
け
る
鞠
智
城
の
様
相
を
考
え
て
い
く
。

（
一
）
新
羅
海
賊
問
題
と
有
明
海

日
本
と
新
羅
の
外
交
は
、
不
安
定
な
状
況
の
ま
ま
宝
亀
一
一
年
（
七
八
〇
）

に
終
焉
を
迎
え
た
。『
類
聚
三
代
格
』
延
暦
一
八
年
（
七
九
九
）
四
月
一
三
日

太
政
官
符
に
は
烽
の
停
止
措
置
が
み
え
、
大
宰
府
管
内
は
対
象
外
が
と
さ
れ
て

い
る
も
の
の
、「
内
外
無
事
」
と
い
う
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
新

羅
人
の
漂
流
・
帰
化
は
相
次
い
で
お
り
、
伝
統
的
な
対
外
防
衛
の
観
念
も
意
識

さ
れ
た
上
で
、
警
戒
態
勢
は
解
除
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
九
世
紀
に
な
る
と
、
新
羅
人
と
の
間
で
不
安
定
な
状
況
が
発
生
す

る
よ
う
に
な
る
。
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
の
対
馬
嶋
が
賊
船
を
認
識
し
た
出
来

事
（
一
八
）

、
弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
の
肥
前
国
小
近
嶋
に
お
け
る
新
羅
人
と
の
戦

闘
（
一
九
）

が
確
認
で
き
る
。
特
に
、
貞
観
一
一
年
（
八
六
九
）
の
新
羅
海
賊
に
よ

る
豊
前
国
の
年
貢
で
あ
る
絹
綿
の
奪
取
（
二
〇
）

は
、
大
宰
府
に
近
い
博
多
津
で
発

生
し
た
こ
と
か
ら
、
強
い
危
機
感
を
抱
か
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
寛

平
六
年
（
八
九
四
）
に
は
対
馬
嶋
に
新
羅
海
賊
が
襲
来
し
、
大
規
模
な
戦
闘
に
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発
展
し
て
い
る
（
二
一
）

。

こ
の
他
、
交
易
を
行
な
う
新
羅
商
人
と
の
間
で
も
、
緊
張
を
生
じ
て
い
た
こ

と
が
確
認
で
き
る
。『
類
聚
三
代
格
』
承
和
五
年
（
八
三
八
）
七
月
二
五
日
太

政
官
符
を
み
る
と
、
壱
岐
嶋
に
よ
る
弩
師
の
設
置
申
請
に
「
今
新
羅
商
人
往
来

不　
レ

絶
。
警
固
之
事
、
不　
レ

可　
二

以
暫
忘　
一

。」と
記
さ
れ
て
い
る
。『
類
聚
三
代
格
』

貞
観
一
二
年
（
八
七
〇
）
五
月
一
九
日
太
政
官
符
に
は
、
出
雲
国
に
よ
る
弩
師

の
設
置
申
請
と
し
て
、「
新
羅
商
船
時
時
到
着
。
仮
令
、
託　
二

事
商
估　
一

来
為　
二

侵

暴　
一

。」
と
み
え
る
。
新
羅
商
人
も
警
戒
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。

ま
た
、
九
世
紀
に
は
怪
異
記
事
が
増
加
し
、
兵
乱
の
予
兆
と
し
て
認
識
さ
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
一
二
年
（
八
七
〇
）
六
月
一
三

日
条
を
み
る
と
、「
大
宰
府
言
、
肥
前
国
杵
嶋
郡
兵
庫
震
動
、
皷
鳴
二
声
。
决　
二

之
蓍
亀　
一

、
可　
レ

警　
二

隣
兵　
一

。」
と
あ
り
、
新
羅
海
賊
が
現
実
に
脅
威
と
な
っ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
続
け
て
、「
勅
、
令　
三

筑
前
・
肥
前
・
壱
岐
・
対

馬
等
国
嶋
、
戒　
二

慎
不
虞　
一

。」
と
広
域
に
警
戒
命
令
が
出
さ
れ
、
海
上
で
行
動

す
る
新
羅
海
賊
へ
の
対
応
の
難
し
さ
が
う
か
が
え
る
。
広
域
化
し
た
新
羅
海
賊

の
問
題
は
、
肥
後
国
に
も
波
及
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

【
史
料
５
】『
日
本
紀
略
』
寛
平
五
年
（
八
九
三
）
閏
五
月
三
日
条

大
宰
府
飛
駅
使
来
偁
、
新
羅
賊
於　
二

肥
後
国
飽
田
郡　
一

、
焼　
二

亡
人
宅　
一

。
又

於　
二

肥
前
国
松
浦
郡　
一

逃
去
。
即
賜　
二

勅
符　
一

、
令　
二

追
討　
一

之
。

こ
の
【
史
料
５
】
に
は
、
肥
後
国
の
飽
田
郡
に
新
羅
海
賊
が
来
襲
し
、
人
宅

を
焼
い
て
逃
げ
去
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
前
月
に
は
肥
前
国
の
松

浦
郡
方
面
に
新
羅
海
賊
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
集
団
で
あ
っ
た
可
能
性
が

あ
る
（
二
二
）

。
死
傷
者
に
つ
い
て
は
不
明
で
は
あ
る
が
、
新
羅
海
賊
の
上
陸
を
許

し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
八
年
（
八
六
六
）

七
月
一
五
日
条
に
は
、
山
春
永
（
基
肄
郡
擬
大
領
）・
葛
津
貞
津
（
藤
津
郡
領
）・

大
刀
主
（
高
来
郡
擬
大
領
）・
永
岡
藤
津
（
彼
杵
郡
人
）
ら
が
、
新
羅
人
と
内

通
し
て
い
た
記
事
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
肥
前
国
の
有
明
海
方
面
の
郡
で
あ
る
た

め
、
こ
の
頃
か
ら
肥
後
国
に
も
新
羅
人
が
来
航
し
、
交
易
な
ど
の
活
動
を
し
て

い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
な
お
、
貞
観
一
五
年
（
八
七
三
）
に
渤
海
人
、
仁

和
元
年
（
八
八
五
）
に
新
羅
人
が
肥
後
国
の
天
草
郡
に
漂
着
し
て
い
る
。
こ
の

天
草
郡
へ
の
漂
着
は
、
有
明
海
方
面
に
航
海
す
る
状
況
が
あ
っ
た
こ
と
の
参
考

と
な
る
出
来
事
で
あ
る
。

（
二
）
肥
後
国
に
お
け
る
弩
師
の
設
置

新
羅
海
賊
に
対
す
る
施
策
を
み
る
と
、
縁
海
諸
国
に
弩
師
が
設
置
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
（
第
４
図
）。
弩
師
の
職
掌
は
法
的
に
規
定
さ
れ
て
い

な
い
が
、
弩
師
の
申
請
文
言
を
整
理
す
る
と
、
弩
の
製
作
・
修
理
・
教
習
と
、

実
戦
で
の
指
揮
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
近
江
一
九
七
九
）。
前
章
で

述
べ
た
よ
う
に
、
弩
は
大
型
の
矢
を
発
射
す
る
高
性
能
兵
器
で
あ
り
、
弩
師
は

単
独
で
総
合
的
な
運
用
が
可
能
な
官
職
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

弩
師
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
第
１
表
に
整
理
し
た
。
八
世
紀
に
は
大
宰
府
・

鎮
守
府
と
い
う
東
西
の
軍
事
拠
点
、
九
世
紀
初
期
に
は
軍
事
的
緊
張
の
高
い
陸

奥
国
・
出
羽
国
、
そ
の
後
は
新
羅
海
賊
に
備
え
る
縁
海
諸
国
に
拡
大
し
て
い
く

（
板
橋
一
九
五
五
）。
承
和
五
年
（
八
三
八
）
に
壱
岐
嶋
、嘉
祥
二
年
（
八
四
九
）

に
対
馬
嶋
に
置
か
れ
、
前
線
で
あ
る
両
嶋
の
防
衛
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
そ
の
後
は
山
陰
道
・
北
陸
道
方
面
に
設
置
さ
れ
て
い
き
、
肥
前
国
・
肥
後

国
は
全
体
的
に
遅
い
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
新
羅
海
賊
問
題
は
広
域
化
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し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
弩
師
の
設
置
は
同
時
に
行
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が

特
徴
で
あ
る
。
特
に
、肥
後
国
は
昌
泰
二
年
（
八
九
九
）
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、

諸
国
の
中
で
一
番
遅
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

【
史
料
６
】『
類
聚
三
代
格
』
昌
泰
二
年
四
月
五
日
太
政
官
符

太
政
官
符

　

応　
下

停　
二

史
生
一
員　
一

置　
中

弩
師　
上

事

右
得　
二

大
宰
府
解　
一

偁
、
肥
後
国
解
偁
、
此
国
地
接　
二

海
崖　
一

、
防　
二

備
隣
賊

　
一

。
雖　
レ

有　
二

弩
機　
一

、
無　
レ

師
講
習
。
望
請
、
省　
二

史
生　
一

置　
二

弩
師　
一

者
。
府

依　
二

解
状　
一

、
謹
請　
二

官
裁　
一

者
。
左
大
臣
宣
、
奉　
　
レ

勅
、
依　
レ

請
。

　
　

昌
泰
二
年
四
月
五
日

こ
の【
史
料
６
】を
み
る
と
、肥
後
国
は「
海
崖
」（
有
明
海
）に
面
し
て
お
り
、

「
隣
賊
」（
新
羅
海
賊
）
に
備
え
る
地
域
で
あ
る
と
の
認
識
が
示
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
他
国
の
申
請
文
言
に
も
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
、
弩
を
教
習
す
る
体
制

が
な
い
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
肥
後
国
に
は
寛
平
五
年
（
八
九
三
）
に

新
羅
海
賊
が
来
襲
し
て
お
り
、
こ
の
出
来
事
が
弩
師
の
設
置
に
つ
な
が
っ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
、
壱
岐
嶋
・
対
馬
嶋
の
弩
師
は
、
早
い
段
階
で
設
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
ふ
ま
え
る
と
、
有
明
海
を
防
衛
す
る
意
識
は
低
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
壱
岐
嶋
・
対
馬
嶋
に
大
規
模
兵
力
を
常
駐
さ
せ
る
こ
と
は

難
し
く
、
支
援
兵
力
の
到
着
ま
で
一
定
の
時
間
を
必
要
と
す
る
た
め
、
弩
に
よ

る
防
衛
体
制
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
肥
前
国
で
は
弘
仁
四
年

（
八
一
三
）
に
戦
闘
が
発
生
し
て
い
る
が
、
弩
師
は
元
慶
三
年
（
八
七
九
）
に

設
置
さ
れ
て
い
る
。
九
世
紀
に
お
け
る
弩
師
は
、
国
か
ら
の
申
請
に
よ
っ
て
行

な
わ
れ
て
い
る
た
め
、
現
地
の
認
識
・
判

断
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
。
肥
前
国
・

肥
後
国
は
、
即
座
に
弩
師
を
置
か
な
く
て

も
良
い
と
判
断
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か

（
二
三
）

。
延
喜
一
四
年
（
九
一
四
）、
三
善
清
行

が
『
意
見
一
二
箇
条
』
を
提
出
す
る
が
、

弩
師
に
適
任
者
が
補
任
さ
れ
て
お
ら
ず
、

売
官
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
問
題
視
さ

れ
て
い
る
（
二
四
）

。
板
橋
源
氏
は
一
〇
世
紀

に
弛
緩
を
想
定
（
板
橋
一
九
五
五
）
し
て

い
る
が
、
九
世
紀
代
か
ら
弛
緩
は
始
ま
っ

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
弩
の
運
用
は
容

易
で
は
な
い
た
め
、
弩
師
は
現
実
に
機
能

し
て
い
た
の
か
は
疑
問
な
点
も
見
受
け
ら

れ
る
。

（
三
）
九
世
紀
に
お
け
る
鞠
智
城
の
性
格

九
世
紀
の
軍
事
問
題
で
あ
る
新
羅
海
賊

に
対
し
て
、
鞠
智
城
は
ど
の
よ
う
な
役
割

を
果
た
し
て
い
た
の
か
を
考
え
て
い
く
。

発
掘
成
果
に
よ
る
と
、【
第
Ⅳ
期
】
は
八

世
紀
第
四
四
半
期
～
九
世
紀
第
三
四
半

期
、【
第
Ⅴ
期
】
は
九
世
紀
第
四
四
半
期

～
一
〇
世
紀
第
三
四
半
期
に
比
定
さ
れ
て

第４図　弩師の設置
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第１表　弩師の設置の展開
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い
る
（
熊
本
県
教
育
委
員
会
二
〇
一
二
）。
こ
の
時
期
の
鞠
智
城
に
は
、
大
型

の
礎
石
建
物
に
よ
る
倉
庫
が
確
認
で
き
る
こ
と
か
ら
、
倉
庫
施
設
と
し
て
の
性

格
が
強
く
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
能
登
原
孝
道
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
防
衛
拠
点
と
し
て
の
機

能
は
ほ
ぼ
な
く
な
り
、
稲
穀
な
ど
の
貯
蔵
・
保
管
施
設
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
（
能
登
原
二
〇
一
四
）。
ま
た
、
貯
水
池
跡
よ
り
「
秦
人
忍
□

五
斗
」
と
記
銘
さ
れ
た
八
世
紀
代
の
木
簡
が
出
土
し
て
お
り
、
菊
池
郡
か
ら
米

が
納
入
（
佐
藤
二
〇
一
〇
）
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
菊
池
郡
の
正
倉
と

し
て
の
性
格
を
強
め
て
い
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

九
世
紀
に
お
け
る
対
外
防
衛
は
、
天
平
期
に
導
入
さ
れ
た
防
衛
要
綱
「
式
」

が
継
承
さ
れ
、
沿
岸
防
衛
に
重
点
を
置
い
た
体
制
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
古

代
山
城
と
の
関
係
は
希
薄
で
あ
り
、
倉
庫
施
設
と
し
て
の
鞠
智
城
は
積
極
的
に

関
与
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
弩
師
の
設
置
も
沿
岸
防
衛
の
強
化

で
あ
り
、
肥
後
国
は
大
幅
に
遅
れ
た
設
置
と
な
っ
て
い
る
。
日
本
海
方
面
に
比

べ
る
と
、
有
明
海
は
緊
迫
し
た
状
況
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
九
世
紀
の
鞠
智
城
に
関
す
る
記
事
に
は
、
武
器
庫
で
あ
る
兵
庫

が
鳴
動
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
二
年

（
八
五
八
）
閏
二
月
丙
辰
条
に
「
肥
後
国
言
、
菊
池
城
院
兵
庫
皷
自
鳴
。」、『
日

本
文
徳
天
皇
実
録
』
天
安
二
年
（
八
五
八
）
六
月
己
酉
条
に
「
又
肥
後
国
菊
池

城
院
兵
庫
皷
自
鳴
。
同
城
不
動
倉
一
一
宇
火
。」、『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
三

年
（
八
七
九
）
三
月
一
六
日
条
に
「
又
肥
後
国
菊
池
郡
城
院
兵
庫
戸
自
鳴
。」

と
み
え
る
。
こ
の
よ
う
な
怪
異
記
事
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
兵
乱
の
予
兆
を
示

す
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
菊
池
城
院
・
菊
池
郡
城
院
と
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
あ
り
、
城
と
し
て
の
認
識
が
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
兵

庫
が
鳴
動
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
城
内
に
兵
庫
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
と
関
係

す
る
で
あ
ろ
う
。
指
揮
具
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
鼓
が
み
え
る
が
、
倉
庫
施
設

と
な
っ
て
い
た
鞠
智
城
に
大
量
の
武
具
が
置
か
れ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
。

『
類
聚
三
代
格
』
貞
観
一
二
年
（
八
七
〇
）
五
月
二
日
太
政
官
符
に
は
、
大
宰

府
兵
庫
の
武
具
は
府
司
の
交
替
時
に
点
検
し
、
大
野
城
も
同
様
に
す
る
こ
と
が

指
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
頃
に
は
鞠
智
城
は
大
宰
府
の
管
轄
下
に
は
な
く
、
武

具
も
収
蔵
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

し
か
し
、
不
動
倉
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
に
着
目
す
る
と
、
鞠
智
城
が
軍
事

的
機
能
を
果
た
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
正
倉
は
満
載
と
な
る
と
国
司
・
郡
司
に

よ
り
検
封
さ
れ
、
不
動
倉
と
し
て
非
常
時
に
備
え
る
役
割
を
持
つ
。
不
動
倉
に

収
蔵
さ
れ
た
米
穀
は
不
動
穀
と
呼
ば
れ
、
軍
事
的
に
出
給
さ
れ
た
事
例
が
確
認

で
き
る
。
元
慶
二
年
（
八
七
八
）、
出
羽
国
の
秋
田
城
が
俘
囚
軍
に
攻
撃
さ
れ
、

い
わ
ゆ
る
元
慶
の
乱
が
発
生
す
る
。
こ
の
時
、
出
羽
国
は
内
陸
部
の
体
制
を
強

化
す
る
た
め
、
現
地
判
断
で
雄
勝
郡
・
平
鹿
郡
・
山
本
郡
の
不
動
倉
を
開
き
、

こ
れ
ら
三
郡
の
良
民
・
俘
囚
に
支
給
し
て
い
る
（
二
五
）

。
こ
の
措
置
を
契
機
と
し

て
戦
況
が
好
転
し
、
不
動
穀
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
っ
た
。

前
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
防
衛
要
綱
「
式
」
に
は
公
粮
を
支
給
す
る
措
置
が

み
え
る
。
新
羅
海
賊
の
行
動
が
大
規
模
に
な
り
、
肥
後
国
内
か
ら
兵
員
の
動
員

が
拡
大
し
た
場
合
、
鞠
智
城
に
貯
蔵
さ
れ
て
い
た
米
穀
が
出
給
さ
れ
た
可
能
性

が
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
軍
粮
の
出
給
は
他
の
郡
も
行
な
い
、
鞠
智
城

だ
け
で
の
機
能
で
は
な
い
。
ま
た
、
不
動
穀
の
軍
事
的
利
用
は
、
元
慶
の
乱
が

大
規
模
で
あ
っ
た
こ
と
に
起
因
す
る
。
新
羅
海
賊
は
大
規
模
な
兵
力
で
は
な

く
、
長
期
間
に
わ
た
る
戦
闘
に
は
発
展
し
な
い
傾
向
に
あ
る
。
そ
の
た
め
、
鞠

智
城
に
ま
で
波
及
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、
鞠
智
城
が
軍
事
的
に
機

能
す
る
可
能
性
は
否
定
で
き
ず
、
軍
粮
の
出
給
と
い
う
機
能
を
潜
在
的
に
持
っ
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て
い
た
こ
と
は
指
摘
で
き
る
。

お
わ
り
に

西
海
道
の
軍
事
環
境
は
、
全
体
的
に
み
る
と
軍
事
力
を
維
持
す
る
こ
と
は
難

し
い
性
格
を
持
っ
て
い
る
。
対
隼
人
問
題
は
軍
事
行
動
を
伴
っ
た
が
、
八
世
紀

中
期
に
は
安
定
化
す
る
よ
う
に
長
期
化
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
新
羅
海
賊
問
題

は
、
蝦
夷
・
隼
人
に
比
べ
る
と
大
規
模
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
西
海
道
の
基

本
問
題
で
あ
る
対
外
防
衛
は
、
結
果
的
に
海
上
監
視
を
基
本
に
し
た
よ
う
に
、

現
実
に
緊
張
を
伴
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

当
初
、
鞠
智
城
は
軍
事
施
設
と
し
て
の
機
能
を
持
っ
て
い
た
が
、
こ
う
し
た

軍
事
環
境
の
中
で
次
第
に
軍
事
的
要
素
を
脱
落
さ
せ
て
い
っ
た
。
対
隼
人
問
題

に
お
い
て
は
、
前
線
と
の
距
離
か
ら
間
接
的
に
関
与
し
た
。
ま
た
、
有
明
海
防

衛
は
緊
張
感
が
低
く
、
天
平
期
に
防
衛
体
制
が
転
換
さ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
鞠

智
城
は
軍
事
施
設
と
し
て
の
性
格
を
失
っ
て
い
く
。
古
代
東
北
の
城
柵
は
、【
Ａ

段
階
】
造
営
お
よ
び
改
修
、【
Ｂ
段
階
】
機
能
変
化
を
伴
う
大
幅
な
改
修
・
改
造
、

【
Ｃ
段
階
】
建
物
数
の
減
少
、【
Ｄ
段
階
】
建
物
配
置
の
定
型
崩
壊
・
消
滅
の

変
遷
を
た
ど
る
（
八
木
二
〇
〇
一
）。
す
な
わ
ち
、
前
線
移
動
や
緊
張
低
下
な

ど
に
よ
り
、
蝦
夷
に
備
え
る
必
要
が
な
く
な
る
と
、
城
柵
の
機
能
は
消
滅
し
て

い
く
の
で
あ
る
。
こ
の
様
相
を
ふ
ま
え
る
と
、
鞠
智
城
は
廃
止
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。

発
掘
成
果
に
よ
る
【
第
Ⅲ
期
】
以
降
は
、
倉
庫
施
設
と
し
て
の
性
格
を
強
め

て
い
っ
た
と
理
解
（
能
登
原
二
〇
一
四
）
さ
れ
て
お
り
、
鞠
智
城
の
高
い
集
積

機
能
を
活
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
菊
池
郡
の
正
倉
に
転
用
さ
れ
た
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
鞠
智
城
は
現
実
の
状
況
に
対
し
て
、
柔
軟
性

を
持
っ
た
運
用
が
な
さ
れ
て
い
た
と
評
価
で
き
る
。
軍
事
問
題
は
発
生
し
な
い

と
分
か
ら
な
い
点
が
多
い
が
、
鞠
智
城
に
集
積
さ
れ
て
い
た
米
穀
は
、
軍
粮
と

し
て
出
給
さ
れ
る
可
能
性
は
あ
っ
た
。
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
、
一
時
的

で
は
あ
っ
た
と
し
て
も
軍
事
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
は
あ
り
得
た
の
で
あ
る
。

壬
申
の
乱
に
お
い
て
、
高
安
城
・
三
尾
城
は
軍
事
拠
点
と
し
て
使
用
（
二
六
）

さ

れ
て
お
り
、
本
来
想
定
さ
れ
て
い
な
い
軍
事
問
題
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
簡
単

に
い
え
ば
、
そ
こ
に
あ
る
か
ら
使
っ
た
こ
と
に
な
る
。
鞠
智
城
の
場
合
、
現
実

的
な
軍
事
的
緊
張
の
中
に
置
か
れ
な
か
っ
た
た
め
、
菊
池
城
院
と
し
て
城
と
し

て
意
識
さ
れ
つ
つ
、
倉
庫
施
設
と
し
て
姿
を
変
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
よ

う
に
、
鞠
智
城
は
軍
事
施
設
と
し
て
設
置
さ
れ
た
も
の
の
、
倉
庫
施
設
に
変
化

し
た
特
異
な
施
設
で
あ
り
、
他
の
古
代
山
城
や
城
柵
に
は
み
ら
れ
な
い
特
殊
性

を
持
っ
て
い
る
。

注（
一
）
日
本
と
新
羅
の
関
係
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
石
井
二
〇
〇
三
の
成
果
に
よ
り
述
べ
る
。

（
二
）
新
羅
の
外
交
姿
勢
が
強
硬
化
し
て
い
く
中
で
、
日
本
側
の
姿
勢
も
強
硬
化
し
て
い
た

こ
と
は
、
天
平
九
年
（
七
三
七
）
の
新
羅
征
討
論
の
浮
上
や
、
天
平
宝
字
年
間
の
藤
原

仲
麻
呂
に
よ
る
新
羅
征
討
計
画
の
発
動
か
ら
う
か
が
え
る
。

（
三
）『
続
日
本
紀
』
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
五
月
乙
卯
条
に
は
「
比
年
新
羅
蕃
人
、
頗
有　
二

来
着　
一

。」
と
記
さ
れ
、
帰
化
を
申
請
す
る
新
羅
人
が
多
く
来
航
し
て
い
た
こ
と
が
分
か

る
。
な
お
、
対
外
防
衛
問
題
と
い
う
枠
組
の
中
に
、
漂
流
・
帰
化
す
る
人
々
を
組
み
込

む
の
は
妥
当
性
を
欠
く
が
、
警
戒
す
る
べ
き
存
在
で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
ら
な
い
こ
と

を
断
っ
て
お
く
。

（
四
）
隼
人
に
つ
い
て
、本
稿
で
は
中
村
二
〇
〇
一
、永
山
二
〇
〇
九
の
成
果
に
よ
り
述
べ
る
。
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（
五
）『
大
日
本
古
文
書
』
編
年
文
書
二
、一
二
頁
を
参
照
。

（
六
）『
続
日
本
紀
』
天
平
二
年
（
七
三
〇
）
三
月
辛
卯
条
に
「
大
宰
府
言
、
大
隅
・
薩
摩
両

国
百
姓
、
建　
レ

国
以
来
、
未　
二

曽
班
田　
一

。
其
所　
レ

有
田
悉
是
墾
田
。
相
承
為　
レ

佃
、
不　
レ

願　
二

改
動　
一

。
若
従　
二

班
授　
一

、
恐
多　
二

喧
訴　
一

。
於　
レ

是
、
随　
レ

旧
不　
レ

動
。
各
令　
二

自
佃　
一

焉
。」
と

あ
り
、
律
令
制
支
配
に
重
要
な
口
分
田
の
班
給
が
断
念
さ
れ
て
い
る
。

（
七
）
鞠
智
城
と
対
隼
人
問
題
の
関
係
を
指
摘
す
る
見
解
は
、
木
﨑
二
〇
一
四
に
整
理
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
他
、
菊
池
二
〇
一
四
、
古
内
二
〇
一
四
も
隼
人
と
の
関
係
を
重
視
し
て

い
る
。

（
八
）
対
蝦
夷
政
策
に
つ
い
て
、
本
稿
で
は
熊
谷
二
〇
〇
四
、
鈴
木
二
〇
〇
八
の
成
果
に
よ

り
述
べ
る
。

（
九
）
出
羽
国
の
場
合
、
天
平
五
年
（
七
三
三
）
に
出
羽
柵
が
秋
田
村
に
一
気
に
北
進
し
た

よ
う
に
、陸
奥
国
に
比
べ
る
と
計
画
性
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、

陸
奥
国
に
比
べ
て
蝦
夷
の
勢
力
が
小
さ
か
っ
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

（
一
〇
）
宮
沢
遺
跡
の
造
営
時
期
は
、
軍
事
的
緊
張
が
高
ま
っ
た
八
世
紀
後
期
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
頃
の
前
線
は
、
伊
治
城
（
栗
原
平
野
）
で
あ
る
た
め
、
蝦
夷
の
朝
貢

が
行
な
わ
れ
る
地
域
で
は
な
い
。
外
郭
施
設
が
堅
固
で
あ
る
こ
と
、
政
庁
が
検
出
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
も
ふ
ま
え
る
と
、
他
の
城
柵
と
は
異
な
り
純
粋
な
軍
事
施
設
と
し
て
の

性
格
が
強
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。塞
の
名
称
が
使
用
さ
れ
る
の
は
、他
に
出
羽
国
の「
大

室
塞
」（『
続
日
本
紀
』
宝
亀
一
一
年
一
二
月
庚
子
条
）
だ
け
で
あ
る
。

（
一
一
）
石
巻
平
野
に
は
桃
生
城
が
置
か
れ
て
い
た
が
、
宝
亀
五
年
（
七
七
四
）
の
海
道
蝦

夷
に
よ
る
攻
撃
で
焼
失
し
、
以
後
は
再
建
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
玉
造
塞
の
果
た
し
た

役
割
は
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。

（
一
二
）
鈴
木
拓
也
氏
は
、
承
和
六
年
（
八
三
九
）
を
最
後
と
し
て
固
有
の
城
柵
名
が
み
え

な
く
な
り
、
以
後
は
多
賀
城
を
国
府
、
胆
沢
城
を
鎮
守
府
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、
陸
奥

国
の
城
柵
は
二
城
の
み
に
な
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
（
鈴
木
一
九
九
八
）。
玉
造
塞
の
廃

止
時
期
は
不
明
で
あ
る
が
、『
続
日
本
後
紀
』
承
和
六
年
四
月
丁
丑
条
に
「
又
胆
沢
・
多

賀
両
城
之
間
、
異
類
延
蔓
、
控
弦
数
千
。」
と
あ
る
た
め
、
こ
れ
以
降
の
九
世
紀
中
期
頃

で
あ
ろ
う
か
。

（
一
三
）『
日
本
後
紀
』
延
暦
一
五
年
（
七
九
六
）
一
一
月
己
丑
条
に
は
「
陸
奥
国
伊
治
城
・

玉
造
塞
、
相
去
卅
五
里
。
中
間
置　
レ

駅
、
以
備　
二

機
急　
一

。」
と
あ
り
、
伊
治
城
と
玉
造
塞

の
距
離
が
分
か
る
。
柳
澤
和
明
氏
は
、
こ
の
三
五
里
を
約
一
九
㎞
と
算
出
し
、
両
遺
跡

の
距
離
と
合
致
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（
柳
澤
二
〇
〇
七
）。

（
一
四
）全
六
項
か
ら
な
る
勅
で
あ
り
、［
１
］兵
器
・
牛
馬
の
売
買
禁
止
、［
２
］幕
・
釜
の
確
保
、

［
３
］
軍
団
兵
士
の
差
発
・
兵
器
の
修
理
・
船
の
造
営
、［
４
］
籾
・
焼
塩
の
生
産
、［
５
］

筑
紫
の
軍
団
兵
士
・
白
丁
の
優
遇
措
置
、［
６
］
博
士
に
よ
る
教
習
・
軍
団
兵
士
の
試
練
、

に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
五
）
北
啓
太
氏
の
整
理
に
よ
る
と
、［
１
］
幕
の
造
作
、［
２
］
弩
の
製
造
・
配
備
、［
３
］

綿
甲
の
製
造
、［
４
］そ
の
他
兵
器
の
製
造
・
修
理
、［
５
］兵
士
の
節
度
使
の
下
で
の
試
練
、

［
６
］
儲
士
の
差
点
、［
７
］
烽
の
設
置
、［
８
］
備
辺
式
の
下
付
、［
９
］
鉦
の
下
付
と

な
る
（
北
一
九
八
四
）。

（
一
六
）
天
平
五
年
（
七
三
三
）
一
二
月
一
六
日
発
送
の
節
度
使
符
（『
大
日
本
古
文
書
』
編

年
文
書
一
、五
九
四
頁
）
を
参
照
。

（
一
七
）
天
平
六
年
（
七
三
四
）
二
月
一
五
日
発
送
の
節
度
使
符
（『
大
日
本
古
文
書
』
編
年

文
書
一
、五
九
五
頁
）
な
ど
を
参
照
。

（
一
八
）『
日
本
後
紀
』
弘
仁
三
年
（
八
一
二
）
正
月
甲
子
条
を
参
照
。

（
一
九
）『
日
本
紀
略
』
弘
仁
四
年
（
八
一
三
）
三
月
辛
未
条
を
参
照
。

（
二
〇
）『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
一
一
年
（
八
六
九
）
六
月
一
五
日
条
を
参
照
。

（
二
一
）『
扶
桑
略
記
』
寛
平
六
年
（
八
九
四
）
九
月
五
日
条
を
参
照
。

（
二
二
）『
日
本
紀
略
』
寛
平
五
年
（
八
九
三
）
五
月
二
二
日
条
を
参
照
。

（
二
三
）
大
宰
府
管
内
の
特
徴
と
し
て
、
伝
統
的
に
対
外
防
衛
を
任
務
と
し
た
こ
と
が
挙
げ
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ら
れ
、
他
の
地
域
よ
り
も
防
衛
体
制
の
蓄
積
が
あ
り
、
山
陰
道
・
北
陸
道
に
比
べ
て
体

制
が
維
持
さ
れ
て
い
た
と
す
る
認
識
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
壱
岐
嶋
・
対
馬
嶋
は
、

対
応
が
難
し
い
島
嶼
防
衛
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
が
、
弩
師
の
設
置
は
大
局
的
に
分
析

す
る
必
要
が
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
て
設
定
す
る
。

（
二
四
）『
意
見
一
二
箇
条
』
の
第
一
〇
条
に
「
請　
レ

停　
下

以　
二

贖
労
人　
一

、
補　
中

任
諸
国
検
非
違

使
及
弩
師　
上

事
」の
項
目
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

（
二
五
）『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
二
年
（
八
七
八
）
七
月
一
〇
日
条
を
参
照
。『
日
本
三
代

実
録
』
元
慶
四
年
（
八
八
〇
）
二
月
二
五
日
条
に
は
、「
又
不
動
穀
六
千
二
百
九
石
七
斗
、

給　
二

三
郡
狄
俘
八
百
三
人　
一

。」
と
あ
る
。
ま
た
、『
日
本
三
代
実
録
』
元
慶
五
年
（
八
八
一
）

八
月
一
四
日
条
に
は
、「
義
従
俘
囚
及
諸
郡
田
夷
并
渡
嶋
狄
等
」
に
不
動
穀
三
二
四
七
斛

五
斗
を
支
給
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
二
六
）『
日
本
書
紀
』
天
武
元
年
（
六
七
二
）
七
月
辛
亥
条
・
天
武
元
年
（
六
七
二
）
七
月

壬
子
条
を
参
照
。

参
考
文
献

五
十
嵐
基
善　

二
〇
一
二　
「
古
代
日
本
の
弩
に
関
す
る
基
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的
考
察
」『
文
学
研
究
論
集
』

三
七　

明
治
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

五
十
嵐
基
善　

二
〇
一
四　
「
年
料
器
仗
制
の
軍
事
的
意
義
に
つ
い
て
―
除
外
国
の
論
理
を
中

心
と
し
て
―
」『
日
本
古
代
学
』
六　

明
治
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学
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本
古
代
学
教
育
・
研
究
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ー

石
井
正
敏　
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〇
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世
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古
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本
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出
版
社

石
井
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敏　
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〇
一
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「
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ア
ジ
ア
史
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み
た
鞠
智
城
」『
こ
こ
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っ
た
鞠
智
城
』

　

熊
本
県
教
育
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員
会

板
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九
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五　
「
鎮
守
府
弩
師
考
」『
岩
手
大
学
学
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研
究
年
報
』
八
―
一

岩
手
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学
学
芸
学
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会

近
江
昌
司　

一
九
七
九　
「
本
朝
弩
考
」『
國
學
院
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誌
』
八
〇
―
一
一　

國
學
院
大
學

大
高
広
和　

二
〇
一
三　
「
八
世
紀
西
海
道
に
お
け
る
対
外
防
衛
政
策
の
あ
り
方
と
朝
鮮
式
山

城
」『
鞠
智
城
と
古
代
社
会
』
一　

熊
本
県
教
育
委
員
会

岡
田
茂
弘　

二
〇
一
〇　
「
古
代
山
城
と
し
て
の
鞠
智
城
」『
古
代
山
城
鞠
智
城
を
考
え
る
』　

山
川
出
版
社

小
田
富
士
雄　

一
九
九
三　
「
熊
本
県
・
鞠
智
城
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」『
考
古
論
集
―
潮
見
浩

先
生
退
官
記
念
論
文
集
―
』　

潮
見
浩
先
生
退
官
記
念
事
業
会

大
日
方
克
己　

二
〇
一
四　
「
日
本
古
代
に
お
け
る
弩
と
弩
師
」『
社
会
文
化
論
集
』
一
〇　

島
根
大
学
法
文
学
部

柿
沼
亮
介　

二
〇
一
四　
「
朝
鮮
式
山
城
の
外
交
・
防
衛
上
の
比
較
研
究
か
ら
み
た
鞠
智
城
」

『
鞠
智
城
と
古
代
社
会
』
二　

熊
本
県
教
育
委
員
会

菊
池
達
也　

二
〇
一
四　
「
律
令
国
家
成
立
期
に
お
け
る
鞠
智
城
―
『
繕
治
』
と
列
島
南
部
の

関
係
を
中
心
に
―
」『
鞠
智
城
と
古
代
社
会
』
二　

熊
本
県
教
育
委
員
会

木
﨑
康
弘　

二
〇
一
四　
「『
鞠
智
城
選
地
論
』
覚
書
」『
鞠
智
城
跡
Ⅱ
―
論
考
編
２
―
』　

熊

本
県
教
育
委
員
会

北　

啓
太　

一
九
八
四　
「
天
平
四
年
の
節
度
使
」『
奈
良
平
安
時
代
史
論
集
』
上
巻　

吉
川

弘
文
館

木
村
龍
生　

二
〇
一
一　
「
鞠
智
城
跡
の
古
墳
時
代
後
期
後
半
の
集
落
に
つ
い
て
」『
熊
本
古

墳
研
究
』
四　

熊
本
古
墳
研
究
会

木
村
龍
生　

二
〇
一
四　
「
鞠
智
城
の
役
割
に
関
す
る
一
考
察
―
熊
襲
・
隼
人
対
策
説
へ
の
反

論
―
」『
鞠
智
城
跡
Ⅱ
―
論
考
編
１
―
』　

熊
本
県
教
育
委
員
会

熊
谷
公
男　

一
九
九
二　
「
平
安
初
期
に
お
け
る
征
夷
の
終
焉
と
蝦
夷
支
配
の
変
質
」『
東
北

学
院
大
学
東
北
文
化
研
究
所
紀
要
』
二
四　

東
北
学
院
大
学
東
北
文
化
研
究
所

熊
谷
公
男　

二
〇
〇
四　
『
蝦
夷
の
地
と
古
代
国
家
』　

山
川
出
版
社

熊
本
県
教
育
委
員
会　

二
〇
一
二　
『
鞠
智
城
跡
Ⅱ
―
鞠
智
城
跡
第
八
～
三
二
次
調
査
報

告
―
』　

熊
本
県
教
育
委
員
会
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坂
本
太
郎　

一
九
八
九　
「
正
倉
院
文
書
出
雲
国
計
会
帳
に
見
え
た
節
度
使
と
四
度
使
」『
坂

本
太
郎
著
作
集
』
七　

吉
川
弘
文
館　

初
出
一
九
三
二
年

坂
本
経
堯　

一
九
七
九　
「
鞠
智
城
址
に
擬
せ
ら
れ
る
米
原
遺
跡
に
つ
い
て
」『
肥
後
上
代
文

化
の
研
究
』　

坂
本
経
堯
先
生
著
作
集
刊
行
会　

初
出
一
九
三
七

笹
山
晴
生　

二
〇
一
〇　
「
鞠
智
城
と
古
代
の
西
海
道
」『
古
代
山
城
鞠
智
城
を
考
え
る
』
山

川
出
版
社

佐
藤　

信　

二
〇
一
〇　
「
古
代
史
か
ら
み
た
鞠
智
城
」『
古
代
山
城
鞠
智
城
を
考
え
る
』
山

川
出
版
社

佐
藤　

信　

二
〇
一
四　
「
鞠
智
城
の
歴
史
的
位
置
」『
鞠
智
城
跡
Ⅱ
―
論
考
編
１
―
』　

熊
本

県
教
育
委
員
会

進
藤
秋
輝
編　

二
〇
一
〇　
『
東
北
の
古
代
遺
跡
―
城
柵
・
官
衙
と
寺
院
―
』　

高
志
書
院

鈴
木
拓
也　

一
九
九
八　
「
九
世
紀
陸
奥
国
の
軍
制
と
支
配
構
造
」『
古
代
東
北
の
支
配
構
造
』

　

吉
川
弘
文
館

鈴
木
拓
也　

二
〇
〇
八　
『
蝦
夷
と
東
北
戦
争
』　

吉
川
弘
文
館

鈴
木
拓
也　

二
〇
一
〇　
「
軍
制
史
か
ら
み
た
古
代
山
城
」『
古
代
文
化
』
六
一
―
四　

古
代

学
協
会

鶴
嶋
俊
彦　

二
〇
一
一　
「
古
代
官
道
車
路
と
鞠
智
城
」『
古
代
東
ア
ジ
ア
の
道
路
と
交
通
』　

勉
誠
出
版

中
尾
浩
康　

二
〇
一
〇　
「
天
平
期
の
節
度
使
に
関
す
る
一
考
察
」『
続
日
本
紀
研
究
』

三
八
八　

続
日
本
紀
研
究
会

能
登
原
孝
道　

二
〇
一
四　
「
菊
池
川
中
流
域
の
古
代
集
落
と
鞠
智
城
」『
鞠
智
城
跡
Ⅱ
―
論

考
編
１
―
』　

熊
本
県
教
育
委
員
会

濱
田
耕
策　

二
〇
一
〇　
「
朝
鮮
古
代
史
か
ら
み
た
鞠
智
城
―
白
村
江
の
敗
戦
か
ら
隼
人
・
南

島
と
新
羅
海
賊
の
対
策
へ
―
」『
古
代
山
城
鞠
智
城
を
考
え
る
』　

山
川
出
版
社

原
田　

諭　

一
九
九
九　
「
天
平
の
節
度
使
に
つ
い
て
」『
続
日
本
紀
研
究
』
三
二
一　

続
日

本
紀
研
究
会

古
内
絵
里
子　

二
〇
一
四　
「
日
本
に
お
け
る
古
代
山
城
の
変
遷
―
と
く
に
鞠
智
城
を
中
心
と

し
て
―
」『
鞠
智
城
と
古
代
社
会
』
二　

熊
本
県
教
育
委
員
会

古
川
市
史
編
さ
ん
委
員
会　

二
〇
〇
六　
『
古
川
市
史
』
六　

古
川
市

八
木
光
則　

二
〇
〇
一　
「
城
柵
の
再
編
」『
日
本
考
古
学
』
一
二　

日
本
考
古
学
協
会

柳
澤
和
明　

二
〇
〇
七　
「『
玉
造
柵
』
か
ら
『
玉
造
塞
』
の
名
称
変
更
と
そ
の
比
定
遺
跡
―

名
生
館
官
衙
遺
跡
Ⅳ
期
か
ら
宮
沢
遺
跡
へ
移
転
―
」『
宮
城
考
古
学
』
九　

宮
城
県
考
古

学
会

李
進
熙　

一
九
七
七　
「
朝
鮮
と
古
代
の
山
城
」『
城
』　

社
会
思
想
社

挿
図
出
典

第
１
図　

伊
藤
武
士
二
〇
〇
六
『
秋
田
城
跡
』（
同
成
社
）

第
２
図　

柳
澤
和
明
二
〇
〇
七

第
３
図　

古
川
市
教
育
委
員
会
一
九
九
六
『
名
生
館
官
衙
遺
跡
Ⅹ
Ⅵ
』

第
４
図　

筆
者
作
成

第
１
表　

筆
者
作
成




